




 

 

 

はじめに 

  
平成 20年改訂の中学校学習指導要領以来、学校部活動は「学校教育の一環」とし

て位置付けられてきました。学校部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教

員と生徒等の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高

めたりするなどの教育的意義だけでなく、参加生徒の状況把握や意欲向上、問題行

動の発生抑制など、学校運営上も意義がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、全国的に少子化が進行する中、本県においても、学校部活動を従前と同

様の体制で運営することは難しくなってきており、学校や地域によっては存続が厳

しい状況にあります。また、専門性や意思に関わらず教員が顧問を務めるこれまで

の指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進む中、より一層厳しくなりま

す。こうした状況を踏まえ、国において、中学校の学校部活動の地域連携並びに地

域の運営団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動

（以下「地域クラブ活動」という。）への移行（以下「地域連携・地域移行」という。）

を見据えた部活動改革が進められており、本県においてもこれを推進しています。 

 

 地域におけるスポーツ・文化芸術環境が十分に整備されるには、一定の時間を要

することが見込まれ、そうした地域連携・地域移行の取組が進められている間も、学

校部活動は、これまで同様に、子どもたちがスポーツ・文化芸術等に親しむ場とし

て重要な役割を担っています。 

 

本資料は、学校部活動が、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となる

よう、学校組織としての体制整備、体罰やハラスメントの根絶、安全管理や事故防

止への取組など、適切な運営の在り方をお示しするものです。 

 

顧問や部活動指導員等の指導者のみならず、学校部活動に携わるあらゆる関係者

の皆様が、本資料を活用され、今後の学校部活動において適切な運営と指導がなさ

れるよう、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 

 

令和５年３月 

岡山県教育委員会 

生徒の自主的，自発的な参加により行われる部活動については，スポーツや

文化及び科学等に親しませ，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養等に資す

るものであり，学校教育の一環として，教育課程との関連が図られるよう留意

すること。その際，地域や学校の実態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施

設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うよう

にすること。 

 
中学校学習指導要領（平成 29 年 3 月告示）第 1 章総則 第４節の２の（13） 

高等学校学習指導要領（平成 30 年 3 月告示）においても同様の内容記載 
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第１章 適切な運営のための体制整備 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっちと仲間たち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

１ 適切な運営のための体制整備 

（１） 学校部活動に関する方針の策定等 

イ 校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る部活動の方針」に則り、毎年

度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。部活動顧問は、年間の活動計

画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動

実績（活動日時・場所、休養日及び大会参加日等）を作成し、校長に提出する。 

ウ 校長は、前記イの活動方針、活動計画及び活動実績を学校のホームページへ 

の掲載等により公表する。 

 

（２） 指導・運営に係る体制の構築 

ア 校長は、教員だけでなく、部活動指導員や外部指導者など適切な指導者を確 

保していくことを基本とし、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況を踏ま

え、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教員の長時間勤務の解消等の観点か

ら円滑に学校部活動を実施できるよう、適正な数の学校部活動を設置する。 

イ 校長は、教員を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効果的な実 

施に鑑み、教員の他の校務分掌や本人の抱える事情、部活動指導員の配置状況

等を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となるよう留意するとともに、学

校全体としての適切な指導、運営及び管理に係る体制を構築する。 

ウ 校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、学校部活動の活動内

容を把握し、生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教員の負担が過度

とならないよう持続可能な運営体制が整えられているか等について、適宜、指

導・是正を行う。 

オ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、教員の学校部活動へ

の関与について、「岡山県立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する

規則」（令和２年岡山県教育委員会規則第７号）や「県立学校の教育職員の業務

量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき

措置に関する方針」を踏まえ、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行

う。 

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 学校部活動に関する方針の策定 

学校部活動は、学校教育活動の一環として計画的に実施され、指導者の適切な

指導のもとに行われることが求められるため、学校全体で共通理解を図りながら

実施する必要がある。 

そのため、校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る部活動の方針」に則

り、学校教育目標・経営計画を踏まえた「学校の部活動に係る活動方針」を毎年

度策定するものとする。（参考様式例： 66～68 ページ）また、策定した方針につ

いては、次項２「活動計画・活動実績の作成」において作成する活動計画や活動

実績とともに公表するものとする。 

 

 

図１ 方針の位置づけ 
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２ 活動計画・活動実績の作成 

「学校の部活動に係る活動方針」の策定後は、各学校部活動において、顧問（学

校における業務分掌での当該部活動を担当する教員及び部活動指導員をいう。以

下同じ。）は、方針に沿った活動目標を定め、年間計画、活動実績等を作成するも

のとする。 

 

（１）活動目標の設定 

学校教育活動の一環として実施される学校部活動は、単に体力や技能の向上を図

るだけではなく、学校という環境における生徒の自主的で多様な学びの場として教

育的意義を有しているため、対外試合やコンクール等での勝利や好成績のみにこだ

わった目標を立てるのではなく、生徒の意識や技術レベル、適性等の現状を正確に

把握し、結果目標を達成するために、どのように行動すべきか等、行動目標を明確

にすることが大切である。この時、生徒の意見を十分取り入れる等、生徒と一緒に

目標を設定するよう留意すること。 

 

図２ 目標設定と指導計画 
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（２）活動計画の作成（参考様式例： 69～74 ページ） 

前記（１）「活動目標の設定」において設定した活動目標の達成に向けて、顧問

は、長期的な視点から年間の活動計画を、短期的な視点から毎月の活動計画を作成

し、校長に提出する。 

その際、年間を通じての様々な工夫や、教育課程や学校及び地域の行事等とも関

連させるなど、学校教育目標の実現を目指した組織的な運営の中に学校部活動を位

置づけるよう留意することが大切である。 

また、発育・発達期の心身の特徴や、「月経」「貧血」「疲労骨折」などの女性特

有の課題を十分理解し、個人差にも配慮した無理のない内容となるよう工夫すると

ともに、学校部活動は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものという本来

の趣旨から、計画の立案には積極的に生徒も参加させること。 

 

（３）活動実績の作成（参考様式例： 72～74 ページ） 

顧問は、活動実績を毎月速やかに作成し、校長に提出する。その際、活動内容を

振り返り、生徒の心身の状況やニーズを勘案した検討を行い、必要に応じて、年間

の活動計画や指導の在り方等の見直しを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【年度初めに行うこと】 

 

＜校長＞                （■：県方針で示している内容） 

   ■ 学校の部活動に係る活動方針の決定 

   ■ 活動方針、活動計画及び活動実績をホームページへの掲載等により公表 

 ＜顧問＞ 

□ 基本的な方針の決定 ・指導方針、部の心得（約束事）など 

   □ 活動の目標の作成  ・全体の目標、個人の目標、期間を区切った目標など 

               （例）年間、月間（シーズン、週間、１日等） 

   ■ 活動計画の作成   ・年間及び毎月の活動計画を作成し、校長へ提出 

                ・公式戦等の対外試合や地域の催し等への参加計画・年間必要 

経費の算定など 

   □ 活動組織の構成   ・部長や副部長等の部内の役割分担 

   □ 入部に関する手続き（年度当初は部紹介等の企画） 

   □ 競技団体等への登録手続き（必要に応じて） 

   □ 危機管理体制の確認 

   □ 個人の損害賠償責任についての説明（※賠償責任保険等への加入案内） 

   □ 個人情報の管理   ・名簿、緊急連絡網等の作成・生徒の健康状態等の把握 

                （※担任、養護教諭等との連携） 

   □ 保護者説明会等の開催 

■ 活動実績の作成   ・毎月の活動実績を校長へ提出 

「学校の部活動に係る活動方針」や「年間の活動計画」等の様式、記入例等は岡山県教

育委員会のホームページに掲載しているので、必要に応じて参考にすること。 

保健体育課：https://www.pref.okayama.jp/site/255/575969.html 
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３ 指導・運営に係る適切な体制の構築 

（１）指導体制の充実 

教員の状況や生徒のニーズ等によっては、部活動の技術的な指導は、地域など

での優れた指導力を有する部活動指導員や外部指導者が中心となって行うことが

効果的な場合もある。また、部活動指導員や外部指導者の活用は、専門的な指導を

得ることができるだけではなく､生徒が保護者や教員以外の人と触れ合える一つ

の機会であり、貴重な経験となることが考えられる。 

そのため、学校部活動の指導者（学校部活動を指導する教員、部活動指導員及び

外部指導者をいう。以下同じ。）は、教員だけが担うのではなく、部活動指導員や

外部指導者など適切な指導者を確保していくことを基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部指導者の考え方 

〇部活動指導員 

学校教育法施行規則第 78 条の２に規

定されている、学校におけるスポー

ツ、文化、科学等に関する教育活動（学

校の教育課程として行われるものを除

く。）である部活動において､校長の監督

を受け､技術的な指導に従事する非常勤

の職員である。実技指導や学校外での活

動（大会・練習試合等）の引率等が職務

として位置付けられており、単独指

導・単独引率が可能である。また、校長

は、部活動指導員に部活動の顧問を命じ

ることができる。 

〇外部指導者 

顧問と連携・協力しながら部活動の

コーチ等として技術的な指導を行う

ものであり、原則として、単独での指

導・引率はできない。 

〇部活動指導員や外部指導者に求められる資質 

・ 学校教育について理解し、適切な指導を行うことができる。 

・ 部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導、安

全の確保や事故発生後の対応を適切に行うことができる。 

・ 体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、いかなる場

合も許されないことを理解している。 

・ 服務（校長の監督を受けることや、生徒、保護者等の信頼を損ねるような行

為の禁止等）を遵守することができる。 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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（２）指導者研修の充実 

学校の設置者は、顧問を対象とする指導に係る知識や実技の質の向上に関する

研修及び学校の管理職を対象とする部活動の適切な運営に係る実効性の確保を図

るための研修等の取組を行う。 

部活動指導員等についても、任用前及び任用後に、適切な指導を行うために、部

活動の位置付け及び教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指導方法、体

罰・ハラスメントの防止等に係る必要な研修等の取組を行う。 

 

（３）適切な会計処理体制 

部活動を運営するに当たり、部費等を徴収する場合は、学校徴収金として公費

に準じた適正な会計処理が求められる。 

横領や着服、リベートの享受、業者との癒着などの不祥事が発生しないよう、学

校として組織的な点検・監査体制を整備することが必要である。 

 また、保護者負担の軽減を考慮するとともに、遠征などで臨時に必要となる経

費を徴収する場合は、その必要性を説明し、事後は速やかに文書で会計報告を行

わなければならない。 

吹奏楽部等の一部の部活動において、楽器等の学校の備品を生徒が使用するこ

とがあるが、生徒に故意がなくとも、偶発的な事故や経年劣化等により破損し、修

理が必要になることや、備品を良好に保つための定期的なメンテナンスが必要に

なる場合がある。そうした場合には、賠償責任保険や部費等で対応し、生徒個人が

修理費等を負担することがないように留意する必要がある。 

 なお、年度末等には必ず保護者会等で文書による会計報告を行い、関係書類

は、担当部署・係等で一括して保管し、学校全体で把握するよう努めなければなら

ない。 

 （参考）岡山県教育委員会「学校徴収金等取扱マニュアル」（令和３年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ⓒ岡山県「ももっち」 
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４ 部活動に関する服務等 

（１）特殊勤務手当 

教職員が部活動指導に従事した場合は、部活動に係る特殊勤務手当（以下、「部

活動手当」という。）が次のとおり支給される。管理職は、部活動手当の支給に当

たっては、特殊勤務実績簿と前記２「活動計画・活動実績の作成」において作成さ

れた活動計画及び活動実績と必ず照合すること。 

 

表１ 部活動に係る特殊勤務手当 

支給対象業務 支給区分 支給単価 

人事委員会が定める対外運動競技等において

児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を

伴うもの又は勤務時間条例第２条第５項に規

定する週休日若しくは休日等に行うもの 

業務に従事した時間

（就寝時間等は含ま

ない。）が７時間 45 分

程度 

日額 5,100 円 

学校管理下において行われる部活動（正規の

教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動を

いう。）における児童又は生徒に対する指導業

務で週休日、休日等又は正規の勤務時間が３

時間 45分若しくは４時間である日に行うもの 

業務に従事した時間

が３時間程度 

日額 2,700 円 

業務に従事した時間

が２時間程度 

日額 1,800 円 

〃（心身に特に著しい負担を与える場合とし

て人事委員会が定める場合） 

業務に従事した時間

が４時間程度 

日額 3,600 円 

岡山県職員特殊勤務手当支給条例（第 34 条第２項） 

 

 

（２）時間外在校等時間の上限の遵守 

学校の設置者及び校長は、部活動の指導に係る時間を含め、教職員の在校等時

間が長時間になり、上限を超えないよう留意する必要がある。 

平日の部活動の指導時間はもちろんのこと、週休日等の部活動の指導、競技大

会・コンクール等への引率業務、練習試合等への引率業務も在校等時間に含ま

れ、引率業務等の時間の把握は、出張に係る復命書や行程表、部活動手当の申請書

や活動実績等をもって客観的に確認できるようにすることが可能と考えられる。 

なお、在校等時間を上限時間の範囲内とすることが目的化し、実際よりも短い

虚偽の時間を記録に残す、又は残させることがあってはならない。 

 

 

 

① １か月の時間外在校等時間について、45 時間以内 

② １年間の時間外在校等時間について、360 時間以内 
 

文部科学省「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する 

教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和２年） 

時間外在校等時間の上限時間 
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（３）法令等の遵守 

部活動に関わる教員及び部活動指導員は、地方公務員の身分を有しているた

め、職務上及び身分上の義務が課せられており、これらに違反した場合は、懲戒処

分の対象になる。 

また、外部指導者についても、身分の上では公務員ではないが、生徒、保護者等

の信頼を損ねるような行為を行ってはならないことは同様である。 

 

 

表２ 懲戒処分の種類 

処分 内容 

免職 職を失わせる処分 

停職 １日以上６月以下の間、職務に従事させない処分 

減給 １日以上６月以下の間、給料の月額等の 10 分の１以下に相当する額を減ずる

処分 

戒告 非違行為に係る責任を確認させ、その将来を戒める処分 

岡山県教育委員会「懲戒処分の指針」 

 

 

 

 

〇体罰・ハラスメントの禁止（➢第３章） 

〇自家用車への生徒の同乗（➢第８章の２） 

〇遠征先等での飲酒の禁止 

遠征先や合宿所での宿泊を含め、生徒引率中に飲酒すると、不測の事態が起こった

場合の適切な判断・対応ができないおそれがあり、安全管理上及び社会通念上問題が

あることから、厳に慎むこと。 

〇秘密を守る義務（守秘義務） 

指導中に職務上知り得た秘密を漏らしてはならないことは当然であるが、その職を退

いた後も同様に漏らしてはならない。不特定多数がいる場所で、生徒のことを話してし

まうと、自分は漏らす気がなくても漏れてしまうことがあるため、厳に慎むこと。 

外部に話すことだけではなく、大会や練習等の様子を無断でインターネットや SNS 上

へ書き込むこと等も許されない。 

〇法令等及び上司の職務上の命令に従う義務 

勤務校の方針に従うことは当然であるが、生徒に良い指導をしたいからという思いで

あっても、部活動は学校の教育活動の一環であることから、顧問以外の学校のОＢや地

域の方等に部活動の指導に協力いただく場合等は、事前に校長の許可を得ること。 

  

部活動指導の場面で特に注意すべきこと 
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Ｑ１ 毎月の活動計画や活動実績の確認について、校長へ提出を求めるのはなぜか。 

 

生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教員の負担が過度とならないよ

う、適宜、校長が管理・監督を行うためには、各部活動の活動内容を適正に把握する

必要があるため、毎月の活動計画及び活動実績を校長に提出することを求めている

ものである。 

 

 

Ｑ２ 活動計画や活動実績は毎月公表する必要があるか。 

 

活動の透明性を担保し、学校部活動を開かれたものにするためには、活動計画（活

動日、休養日及び参加予定大会日程等）や活動実績（活動日時・場所、休養日及び大

会参加日等）を公表する必要がある。 

公表の頻度や公表の方法については、各学校の実情に応じて判断するものとする

が、学校の経営計画や部活動の方針に照らして適切な活動内容となっているか、休養

日等の設定が遵守されているか、公表することによって第三者によるチェック機能

が働くため、できる限り、作成の都度、公表することが望ましい。 

なお、公表の方法としては、学校ホームページへの掲載のほか、学校便り等が考え

られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ＆ A 

10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 生徒の心身の健康管理 

２ 部活動用指導手引の活用 

 

 

 

Ⓒ岡山県「うらっち」 

第２章 合理的でかつ効率的・効果的な 

活動の推進  

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（１） 適切な指導の実施 

ア 校長及び学校部活動の指導者は、学校部活動の実施に当たっては、生徒の心

身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の予

防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む。）、事故防止（活動場所にお

ける施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメ

ントを根絶する。 

その際、運動部活動のみならず、文化部活動においても、文部科学省が平成 

25 年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則った指導を行

う。県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、学校におけるこれらの取

組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援、指導及び是正

を行う。 

エ  学校部活動の指導者は、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、生涯を通じ

てスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、生徒がバーンアウトす

ることなく、技能の向上や大会等での好成績等それぞれの目標を達成できるよ

う、生徒とコミュニケーションを十分に図った上で指導を行う。その際、専門

的知見を有する保健体育担当の教員や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人

差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指

導を行う。 

 

（２） 部活動用指導手引の普及・活用 

学校部活動の指導者は、中央競技団体又は学校部活動に関わる各分野の関係団

体等が作成する指導手引（競技・習熟レベルに応じた１日２時間程度の練習メニ

ュー例と週間、月間、年間での活動スケジュールや、効果的な練習方法、指導上の

留意点、安全面の注意事項、暴力やハラスメントの根絶等から構成される、指導

者や生徒の活用の利便性に留意した分かりやすいもの）を活用して、前記２（１）

に基づく指導を行う。 

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 生徒の心身の健康管理 

（１）生徒の自主的・自発的な活動の推進 

学校部活動は、生徒が自ら目標や課題を設定し、解決に向けて仲間と共に考え、判

断し、実践するといった、主体的・対話的で深い学びとなるよう、自立した活動で

あることが求められる。 

そのためには、部内で役割分担を明確にし、部員としての自覚を促すとともに、生

徒代表の会議（部長会等）や部内のミーティング等で、自主的に取り組む経験を持

つことが大切である。 

 

（２）良好な人間関係の構築 

指導者は、担任をはじめとする教員と連携を図り、生徒理解に努めるとともに、適

切な信頼関係を構築し、個性の伸長につながるよう留意しなければならない。 

生徒と指導者及び生徒相互の良好な人間関係が構築できるよう、ミーティングや

部活動日誌等を活用して、生徒と指導者や部員間での意思疎通を図り、相互理解を

深めることが大切である。そのためにも、指導者は、技術指導だけでなく、生徒の

表情や様子を見たり、活動の雰囲気を感じたりすることが重要である。 

また、部内でのルールを作り、規律ある行動や協調性、思いやりなどの社会性の

育成に努めることも大切である。 

 

（３）生徒の健康と安全管理に関する指導 

指導者は、日常の活動で、生徒の健康状態の把握に努めるとともに、施設・設備・用

具等の点検を定期的に実施し、部活動において生徒が心身の健康を損なうことがな

いよう留意する必要がある。 

  また、生徒が自他の安全に留意して活動できる資質や能力を身につけることがで

きるよう指導することが必要であるため、部内での安全に関するルール作りと、そ

の徹底が重要である。 

さらに、禁止薬物についての知識を得て、生徒が適切でない内服薬等を使用しな

いよう、必要に応じて指導する。 

 

（参考）公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構 

           https://www.playtruejapan.org/ 
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（４）新入生への配慮 

新入生は、新たな体験へ向けて、高い意欲と期待を持っており、入部当初の練習

で「球拾い」「グラウンド整備」「譜読み」等に終始して、意欲を失うことのないよ

うに配慮することが大切である。 

また、授業と部活動、家庭生活等、それぞれの活動をバランスよく進めることが

できるよう、初心者の指導には細心の配慮が必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっちと仲間たち」 

 
＜配慮する内容の例＞ 
 □ 入部の前に見学や仮入部期間を設け、じっくりと体験できるようにする。 
 □ 体力や適性、練習への意欲など、３年間を見通して選択できるよう担任・顧問等が助言する。 
 □ 特に初心者に対しては、競技や分野の特性に触れさせ、楽しさを味わわせるよう内容を工夫 

する。 
 □ 入部当初は、上級生より早めに帰宅させる等、体力に合わせた練習内容とする。 
 □ 掃除や挨拶などの約束事は、徐々に身につけるよう具体的に指導する。 
 □ 上級生との対話の中で、部の一員としての自覚をもたせる。 
 □ 生徒に任せ過ぎて、上級生が新入部員に対して行き過ぎた指導をすることがないようにする。 

 
中学生から高校生の時期は、発育・発達段階に著しい差が見られるので、画一的

な練習内容ではなく、個人差を踏まえた練習計画を作成する必要があります。 
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２ 部活動用指導手引の活用 

指導者は、中央競技団体又は学校部活動に関わる各分野の関係団体等が作成す

る指導手引を活用して、指導を行う。 

中央競技団体が作成する指導手引については、既に陸上競技､サッカー､バスケッ   

トボール､柔道、剣道、ソフトテニス、バレーボール、軟式野球、相撲、ソフトボ

ール、テニスの競技団体が策定済みであり（令和５年２月末現在）､各中央競技団

体のホームページに掲載されている。今後､文化部活動を含め、他の中央競技団体

等でも指導手引を作成するよう、国から働きかけが行われているため、指導者

は、関係する団体の情報を注視し、適宜活用すること。 

 

 
 

 

〇中学校部活動における陸上競技指導の手引き（公益財団法人日本陸上競技連盟） 

https://www.jaaf.or.jp/development/jhs/ 
 

〇中学校部活動サッカー指導の手引き（公益財団法人日本サッカー協会） 

https://www.jfa.jp/coach/physical_training_club_activity/guidance.html 
 

〇中学校部活動におけるバスケットボール指導の手引き 

（公益財団法人日本バスケットボール協会） 

http://www.japanbasketball.jp/training/47264 
 

〇柔道部部活動の指導手引き（公益財団法人全日本柔道連盟） 

https://www.judo.or.jp/aboutus/plan/ 
 

〇中学校部活動における剣道指導の手引き（一般財団法人全日本剣道連盟） 

https://www.kendo.or.jp/information/20190301/ 
 

〇ソフトテニス部活動指導の手引き（公益財団法人日本ソフトテニス連盟） 

https://www.jsta.or.jp/wp-content/uploads/2019/03/bukatu_shidou_c.pdf 
 

〇中学校部活動におけるバレーボール指導者へのガイドライン 

（公益財団法人日本バレーボール協会） 

https://www.jva.or.jp/pdf/juniorhigh_guide_JVA2019.pdf 
 

〇中学校部活動軟式野球指導の手引き（全日本軟式野球連盟） 

https://jsbb.or.jp/coaches/ 
 

〇中学校部活動相撲指導の手引き（日本相撲連盟） 

http://www.nihonsumo-renmei.jp/pdf/tebiki_bukatsu.pdf 
 

〇中学校部活動における ソフトボール指導の手引き 

（公益財団法人日本ソフトボール協会） 

http://www.softball.or.jp/announcement/pdf/manual_junior.pdf 
 

〇中学校部活動「テニス」指導の手引き（公益財団法人日本テニス協会） 

https://www.jta-tennis.or.jp/tabid/876/Default.aspx 

 

  

関係団体等が作成する指導手引 
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Ｑ３ 部活動日誌は必ず作成しなければならないか。 

 

日々の具体的な活動内容や反省、課題等を記入する活動日誌を作成することは、練

習の改善や効率の向上を図るためには大変有効である。また、生徒が記入した内容に

目を通すことで様々な情報を得ることは重要であるので、作成することが望ましい。 

 

 

Ｑ４ 女子生徒特有の健康管理について、どのような配慮が必要か。 

 

思春期における継続的な激しい運動トレーニングや極端な体重制限などが原因

で、女性アスリートには、「利用可能エネルギー不足」「運動性無月経」「骨粗しょう

症」といった健康管理上の問題が起こることがあり、これらは身体の正常な発育、発

達を妨げる可能性がある。そのため、指導者は、トレーニングの強度・頻度などの調

整や階級のある種目における体重コントロールに留意する必要がある。 

 また、女性は月経中に体調不良が起こりやすいだけではなく、月経前後にもホルモ

ンの急激な変化により、「腹痛」「腰痛」「頭痛」等の身体症状の他に「憂鬱」「怒りや

すい」等の精神的不快感を伴うことがあり、指導者は、これらの症状についても配慮

する必要がある。月経に伴う体調の変化は個人差が大きく、普段どおりの活動が可能

な生徒もいれば、中には耐えがたい苦痛により、通常の活動が困難になる生徒もいる

ことを理解し、不調を訴える生徒には、無理をさせることなく、活動の休止や見学、時

間短縮や服装の配慮など、柔軟に対応することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ＆ A 

 
＜利用可能エネルギー不足＞ 
 運動によるエネルギー消費量に対して、食事などによるエネルギー摂取量が不足した状態をさ
し、この状態が続くと、卵巣を刺激する脳からのホルモン分泌（黄体形成ホルモンなど）が低下
したり、骨代謝などを含む身体の諸機能に影響を及ぼすと考えられる。 
 
＜運動性無月経＞ 

これまでにあった月経が３か月以上停止した状態である「続発性無月経」のうち 運動が原因と
考えられるもの。運動性無月経が発生する主な理由として、①利用可能エネルギー不足、②精神
的・身体的ストレス、③体重・体脂肪の減少、④ホルモン環境の変化などが考えられる。 

 
＜骨粗しょう症＞ 

無月経になることで骨量が減少し、疲労骨折を発症する危険が高まる。 
 
（参考）独立行政法人日本スポーツ振興センター 

「成長期女性アスリート指導者のためのハンドブック」 

 
https://www.jpnsport.go.jp/hpsc/business/female_athlete/program/tabid/1331/Default.aspx 
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Ｑ５ ほかに生徒の健康管理で気をつけることはあるか。 

 

中学生から高校生にかけては、心身ともに大きく成長する時期であるが、生徒の発

達の程度は個人差が大きいことや、日々の体調によってもパフォーマンスが大きく

異なることから、指導者は、画一的なトレーニングや活動内容を一律に押しつけるの

ではなく、生徒一人ひとりの発達やその日の健康状態に応じ、臨機応変に活動内容を

変えることが求められる。 

また、指導者は、貧血や起立性調節障害など、生徒本人の意欲に関わらず、だるさ

を感じたり、起きられなかったりすることがある疾患等についてもあらかじめ知識

を得た上で、養護教諭、関係諸機関及び保護者等と連携して指導することが必要であ

る。 

 
（参考）「知っていますか？起立性調節障害」（岡山県教育委員会） 

https://www.pref.okayama.jp/site/16/604493.html   

 

Ｑ６ 高校入学前の生徒が高校の部活動の練習に参加することは可能か。 

また、参加する場合、どのようなことに注意する必要があるか。 

 

顧問は、入学予定の生徒・保護者に対して指導方針、部の心得（約束事）、練習計

画等を十分説明し、理解を得た後、安全に十分な配慮が可能であれば練習に参加させ

ることができる。 

ただし、中学校卒業日の翌日から高校入学日前日までは、日本スポーツ振興センタ

ーの災害共済給付の対象外となるため、参加する生徒、保護者が自ら短期の傷害保険

に加入するなど、万が一事故や傷害が発生した場合に備えなければならない。 

 また、中学校と高校の指導者同士のみならず、双方の管理職も入学予定生徒が練習

に参加することを把握しておく必要がある。 

 

 

Ｑ７ 体力を向上させるために参考となることは。 

 

県教育委員会では体育・保健体育の授業はもとより、学校部活動等でも活用できる

「いきいき岡山っ子体力アッププログラム ハンディーバージョン(平成 24 年度)」

を作成している。プログラムでは、55 の運動例を紹介し、それらを運動領域と体力

要素のそれぞれの観点から分類し、目的に合わせた組合せができるようにまとめて

いる。さらに 15 種目の追加プログラムも作成(平成 30 年度)している。 

また、新体力テストの正しい実施方法及び実施時のポイントや、体力向上につなが

る運動等を紹介した動画「新体力クエスト」と、「実施の手引き」を作成しているの

で積極的に御活用いただきたい。 
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「いきいき岡山っ子 体力アッププログラム ～追加プログラム～」 

「新体力クエスト」（おかやま まなびとサーチ内） 

新体力テスト「実施の手引き」 

https://www.pref.okayama.jp/site/16/600544.html 

https://www.pref.okayama.jp/page/600544.html 

https://www.pref.okayama.jp/site/16/697332.html 
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１ 体罰・ハラスメントに対する基本的な考え方 

２ 体罰・ハラスメント根絶に向けての取組 

 

 

 

第３章 体罰・ハラスメントの防止 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（１） 適切な指導の実施 

ア 校長及び学校部活動の指導者は、学校部活動の実施に当たっては、生徒の心

身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動中の障害・外傷の予

防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含む。）、事故防止（活動場所にお

ける施設・設備の点検や活動における安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメ

ントを根絶する。 

その際、運動部活動のみならず、文化部活動においても、文部科学省が平成 

25 年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」に則った指導を行

う。県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、学校におけるこれらの取

組が徹底されるよう、学校保健安全法等も踏まえ、適宜、支援、指導及び是正

を行う。 

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 体罰・ハラスメントに対する基本的な考え方 

学校部活動は、仲間との切磋琢磨や、自己の能力に応じてより高い水準の技能   

や記録に挑戦することで、自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、教  

育的効果の高い活動である。 

このような、学校教育の一環として行われる学校部活動において、指導と称し   

て殴る・蹴ること等、懲戒として体罰が禁止されていることは当然であるが、生  

徒の人間性や人格の尊厳を損ねたり、否定したりするような発言や行為も許され 

ることではない。 

体罰・ハラスメントは、直接それらを受けた生徒のみならず、その場に居合わ  

せて目撃した生徒にまで、肉体的、精神的に後々まで残る悪い影響を及ぼすこと 

になる。 

校長、指導者その他の学校関係者は、学校部活動での指導で、体罰・ハラスメ  

ントを厳しい指導として正当化することは誤りであり、これらは生徒に対する人 

権侵害行為であり、決して許されないものであるとの認識をもち、体罰・ハラス 

メントを根絶するための取組を行うことが必要である。 

 

校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めると

ころにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を

加えることはできない。 
 

「学校教育法第 11 条」 

 

校長及び教員（以下「教員等」という。）は、児童生徒への指導に当たり、い

かなる場合も体罰を行ってはならない。体罰は、違法行為であるのみならず、児

童生徒の心身に深刻な悪影響を与え、教員等及び学校への信頼を失墜させる行

為である。 
文部科学省初等中等教育局長、スポーツ・青少年局長通知 

「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」（平成 25 年 3 月 13 日付け）【抜粋】 

 

部活動は学校教育の一環であり、特定の生徒等に対して執拗かつ過度に肉体

的・精神的負荷を与えることは教育的指導とは言えないことに留意し、教育活動

として適切に実施されなければなりません。 
文部科学省「生徒指導提要」 （令和４年 12 月）【抜粋】 

 

文部科学省は、平成 25年５月に「運動部活動での指導のガイドライン」を示し、各

学校では指導者が具体的な指導の在り方等を見直し、効果的な指導を行うことと

している。当ガイドラインに記載された内容は運動部活動のみならず、文化部活動

においても同様に遵守する必要がある。 
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運動部活動での指導において、学校教育法、運動部活動を巡る判例、社会通念

等から、指導者による下記の①から⑥のような発言や行為は体罰等として許され

ないものと考えられます。 

 また、これらの発言や行為について、指導者と生徒との間での信頼関係があれ

ば許されるとの認識は誤りです。 

 指導者は、具体的な許されない発言や行為について共通認識をもつことが必要

です。 

①  殴る、蹴る等。 

②  社会通念、医・科学に基づいた健康管理、安全確保の点から認め難い又は

限度を超えたような肉体的、精神的負荷を課す。 

（例） 

・  長時間にわたっての無意味な正座・直立等特定の姿勢の保持や反復行為

をさせる。 

・  熱中症の発症が予見され得る状況下で水を飲ませずに長時間ランニング

をさせる。 

・  相手の生徒が受け身をできないように投げたり、まいったと意思表示し

ているにも関わらず攻撃を続ける。 

・  防具で守られていない身体の特定の部位を打突することを繰り返す。 

③  パワーハラスメントと判断される言葉や態度による脅し、威圧・威嚇的発

言や行為、嫌がらせ等を行う。 

④  セクシャルハラスメントと判断される発言や行為を行う。 

⑤  身体や容姿に係ること、人格否定的（人格等を侮辱したり否定したりする

ような）な発言を行う。 

⑥  特定の生徒に対して独善的に執拗かつ過度に肉体的、精神的負荷を与え

る。 

 上記には該当しなくとも、社会通念等から、指導に当たって身体接触を行う場

合、必要性、適切さに留意することが必要です。 

 なお、運動部活動内の先輩、後輩等の生徒間でも同様の行為が行われないよう

に注意を払うことが必要です。 
 

平成 25 年文部科学省「運動部活動での指導のガイドライン」（抜粋） 

体罰等の許されない指導と考えられるものの例 
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２ 体罰・ハラスメント根絶に向けての取組 

（１）未然防止 

学校部活動を含め、学校における体罰・ハラスメントを防止するためには、個々

の指導者の意識を高めることは言うまでもないが、学校として体罰やハラスメン

トは法令に違反する行為であり、「しない」、「させない」、「許さない」という風土

を校内全体に醸成することが重要である。 

指導者や教職員間で気になることがあれば、互いに「注意する」「指導する」「助

言する」ことができる開かれた組織を確立することが求められる。 

大会等で優秀な成績を収めることに執着する中で、目標達成のために必要な厳

しい指導として体罰・ハラスメントを正当化するなど誤った認識のもとに発生し

た事例があることから、指導者は、学校部活動の意義や目的を正しく理解し、指導

者としてあるべき姿を常に意識して指導に当たり、肉体的、精神的な負荷を与え

る厳しい指導を行った後は、必ずフォローアップを行い、そのケアを怠らないこ

とが重要である。 

また、学校関係者のみならず、保護者等も同様の認識をもつことが重要であ

り、学校や顧問から積極的に説明し、理解を図ることが望まれる。 

 

ア ルールの確認 

４月当初の職員会議等において、全指導者で本資料や岡山県公立学校教職員行

動指針を確認する等、指導者としての誇りとその使命を改めて自覚する時間を設

け、徹底する。また、各学校の校内ルールの内容を岡山県公立学校教職員行動指

針等に照らし合わせ、必要に応じて見直す。 

 

 

 
 

わいせつ行為等根絶に向けて、以下の行為は決して行いません 
・ 児童生徒と交際すること。 
 （児童生徒からの信頼や敬慕は「教育者としての教職員」に対するものです。「恋愛感情」ではありません。） 

・ 私的な電子メールや SNS（付属のメッセージ機能やソーシャルゲームを含む。以下同じ。）を使っ 

て児童生徒へ連絡すること。 

・ 児童生徒との間で SNS の ID やアカウント、携帯電話番号やメールアドレスを伝え合う 

こと。 

・ 児童生徒からの SNS のフォローリクエストや友達リクエスト等を承認すること。 

・ 個人のスマートフォンや携帯電話を必要ないときに校内で持ち歩くこと。 

 
岡山県教育委員会「わいせつ行為等根絶に向けた岡山県公立学校教職員行動指針」 （令和２年３月）【抜粋】 

 

 

 

 

 

岡山県公立学校教職員行動指針 
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イ 同僚・管理職等への相談 

生徒から、悩み事などを指導者に相談してくる場合もあるが、指導者は、子ど

もたちの力になりたいという思いから親身に相談に乗る中で感情移入してしま

う可能性があることを認識しておく必要がある。 

また、指導者は、生徒に対して立場上の優位性があり、強引な指導につながる

可能性もある。 

生徒と関わる場面では、他の教職員の目が入りにくく、判断が指導者個人に委

ねられることもあり、これらのことによって、体罰やわいせつ等の不適切な行為

につながる可能性があることを一人一人が認識しておかなければならない。 

指導は組織的に対応することが基本であり、生徒から相談等を受けたときに

は、一人で抱え込まず、同僚や管理職等にすぐに相談することが重要である。 

 

ウ 状況把握と研修の実施 

管理職は、校内を巡回するなどにより、日常的に学校部活動の活動状況を把握

するとともに、体罰・ハラスメントの未然防止を図るための研修を実施すること

が必要である。 

 

（２）早期発見及び迅速かつ適切な対応 

体罰・ハラスメントを早期に発見するには、平素から生徒が不安や悩みを相談

しやすい体制を整え、｢体罰・ハラスメント相談窓口｣の周知や機能化を図ること

が必要である。 

 

 

体罰・ハラスメントが疑われる事案が発生した場合、教員等が、関係する多くの

生徒に聴取り等を行う必要が生じ、学校が本来行わなければならない教育活動を

円滑に行うことが困難な状況に陥る可能性が高い。加えて、当該事案が報道され

ることで、学校や教育委員会全体の信頼が大きく失われる事態も想定される。 

このように、体罰・ハラスメントは、当該指導者個人の問題にとどまらず、学校

教育全体においても重大な問題であることを、部活動に関わる全ての指導者は認

識しておかなければならない。 

 

 

① 指導者（当該指導者だけではなく、当該部活動の全ての指導者）への事実確認 

② 当該部活動の全部員（マネージャーを含む。）への聴取りによる事実確認 

③ 保護者への連絡、聴取りによる事実確認 
 

 

体罰・ハラスメントが疑われる事案が発生した場合の対応 
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行政上の責任  （校長も監督責任を問われる場合がある。） 

〇地方公務員法 29 条（懲戒） 

職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停

職又は免職の処分をすることができる。 

二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合 

三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 

 

刑事上の責任 

〇刑法第 204 条（傷害） 

人の身体を傷害した者は、15 年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処する。 

〇刑法第 208 条（暴行） 

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、２年以下の懲役若しくは 30 万円以

下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 

〇刑法第 223 条（強要） 

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用

いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、３年以下の懲役に処

する。 

 

民事上の責任 

〇民法第 709 条（不法行為による損害賠償） 

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって

生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

公共団体の責任 

〇国家賠償法第１条 

国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失に

よって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 

２ 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体

は、その公務員に対して求償権を有する。 

法律上の責任の例 
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Ｑ８ 保護者等から厳しい指導を求められる場合に行われる体罰や、生徒に対す 

る親しさの表現としての身体接触は許されるのか。 

 

「保護者から『うちの子どもを強くするためなら、少々たたいてもかまいません』

と申出があったため、体罰の許可を得ている。」「何度注意しても指導に従わず、反抗

的な態度をとる姿を見て、他の生徒が同調するのを防ぐためにはやむを得ない。」「指

導のために愛情をもって生徒を軽くたたくことは、時には必要である。」等の考えは

全て誤った認識であり、いかなる理由からも体罰を行うことは許されない。 

また、教職員等による児童生徒性暴力等は、法律により禁止されている。不必要な

身体接触で生徒を不安にさせることや性的羞恥心を害する言動（セクシュアル・ハラ

スメント）を行うことは、「児童生徒性暴力等」に該当し、全て法律違反である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q ＆ A 

 

 

① 児童生徒等（学校に在籍する幼児、児童又は生徒及び 18 歳未満の者をいう。）に性交 

等をすること又は性交等をさせること 

② 児童生徒等にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること 

③ 児童ポルノ法違反 

④ 児童生徒等を著しく羞恥させ、若しくは児童生徒等に不安を覚えさせるようなものをすること 

等 

・ 衣服その他身に着ける物の上から又は直接に人の性的な部位その他の身体の一部 

に触れること 

・ 盗撮 

⑤ 児童生徒等に対し、性的羞恥心を害する言動（ＳＮＳやメール等を用いることを含む。）であっ 

て、児童生徒等の心身に有害な影響を与えるものをすること 

 

※刑事罰とならない行為も含み、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わない 

 
「岡山県教育委員会『教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律』研修資料」 

児童生徒性暴力等 
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Ｑ９ 体罰・ハラスメントと通常の指導による肉体的、精神的負荷との違いは。 

 

学校教育において教員等が生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当たるかどうか

は、「当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び

時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要

がある。この際、単に、懲戒行為をした教員等や、懲戒行為を受けた児童生徒、保護

者の主観のみにより判断するのではなく、諸条件を客観的に考慮して判断すべきで

ある。これにより、その懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵

害を内容とするもの（殴る、蹴る等）、児童生徒に肉体的苦痛を与えるようなもの（正

座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等）に当たると判断された場合

は、体罰に該当する。」とされている。 

学校部活動での指導における個別の事案が通常の指導か、体罰等の許されない指

導に該当するか等を判断するに当たっては、上記のように、様々な条件を総合的に考

え、個々の事案ごとに判断する必要がある。各学校の設置者、学校、指導者は、指導

での共通的及び各スポーツ・分野の特性に応じた指導内容や方法等を考慮しつつ、検

討、整理の上、一定の認識を共有し、実践していくことが必要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇身体に対する侵害 

・ 指導者の指示に従わず、ユニフォー

ムの片づけが不十分であったため、当

該生徒の頬を殴打する。 

〇肉体的苦痛を与えるもの 

・  別室指導のため、生徒を長く別室に

留め置き、一切室外に出ることを許さ

ない。 

 

体罰・ハラスメントに該当する行為の例 

〇人間性を否定したり人格の尊厳を損ね

たりするもの 

・ 「お前は役に立たない。」「ここにいる

価値がない。」「もういらん。帰れ。」

などと人格を否定するような発言を

する。 

 Ⓒ岡山県「いぬっち」 
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表３ 叱責と指導の違い 

ハラスメントになりがちな叱責 コミュニケーションのある指導 

自分の価値観で一方的に相手を否定する 相手の価値観を認めた上で注意する 

相手を受け入れずに、ダメ出しをする 相手の長所をほめつつ厳しく言う 

相手の性格やくせなど人格そのものを否定す

る 

あくまで部活動内で生徒が担う役割の範囲で

叱責する 

相手の立場や環境を全く考慮に入れずに叱る 相手の立場や置かれた状況を考慮に入れた叱

り方をする 

ミスは絶対に許さないという対応 ミスをどのように防ぐかを基本的に説得 

場合によっては、相手がダメになっても仕方

がないという厳しい指導 

相手を何とか成長させるように仕向ける指導

を心がける 

（参考）金子雅臣「土間動パワハラ対策―指導・教育に遠慮はいらない」（月間人事労務２０１２年９月） 

 

 

  

 

 

（１）指導者（監督、コーチ、顧問教諭、外部指導者等）に関するルール 

  ア 体罰を行った指導者については、原則として当該体罰に対する各教育委員会又は各学 

校の指導措置・処分等が確定後１年間、高体連主催大会に出場できないものとする。（選 

抜大会を含む） 

  イ 体罰を行った指導者については、原則として高体連の役職を解くものとする。 

    また、当該体罰に対する各教育委員会又は各学校の指導措置・処分等が確定後１年 

間、原則として高体連の役職に充てない。 
 

平成 26 年５月 20 日付け、26 全国高体連第 42 号 

体罰根絶全国共通ルールの策定について（通知）抜粋 

体罰根絶全国共通ルール 
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１ 適切な休養日の設定 

２ 適切な活動時間の設定 

 

 

 

第４章 適切な休養日等の設定 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 
３ 適切な休養日等の設定 

（１） 休養日及び活動時間の基準 

ア 運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある生徒が、運

動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送ることができるよう、スポ

ーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポーツ活動時間に関する研究も

踏まえ、以下を基準とする。 

（ア）中学校 

・ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土

曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とす

る。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

・ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十

分な休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行

うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

・ １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の

週末を含む。）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率

的・効果的な活動を行う。 

（イ）高等学校 

・ 学期中は、原則、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも

１日、週末は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動

した場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

・ ただし、週当たり２日以上の休養日の設定が困難な場合は、少なくとも週

当たり１日以上の休養日（週末のいずれかは原則として休養日に当てるよう

に努めること。）を設けることとする。その際は、学校の部活動の実態に応じ

た、適切な休養日の設定に向け、継続的な検討を行うこと。 

・ 長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十

分な休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行

うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

・ １日の活動時間は、原則、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学 

期中の週末を含む。）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ

効率的・効果的な活動を行う。 

・ ただし、競技や分野の特性等により１日の活動時間が原則を超える場合

は、長くとも平日では３時間程度、休業日は４時間程度を上限とする。その

際は、週当たりの活動時間の上限は 16時間程度とし、各学校において適切に

設定すること。 

イ 文化部活動における休養日及び活動時間についても、成長期にある生徒が、教 

育課程内の活動、学校部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生

活時間のバランスのとれた生活を送ることができるよう、前記アと同様とする。 

ウ 小学校段階においても、教育課程外の活動として、スポーツ・文化芸術活動を

実施している場合があるが、その場合についても、成長期にある児童が、教育課

程内の活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバラン

スのとれた生活を送ることができるよう、前記アを参考に、休養日や活動時間を

適切に設定する必要がある。 

 
「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 適切な休養日の設定 

（１）学期中の休養日 

学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。平日は少なくとも１日、土曜日

及び日曜日（以下「週末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。 

ただし、高等学校段階では、週当たり２日以上の休養日の設定が困難な場合

は、少なくとも週当たり１日以上の休養日（週末のいずれかは原則として休養日

に当てるように努めること。）を設けることとする。その際は、学校の部活動の実

態に応じた、適切な休養日の設定に向け、継続的な検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
休養日の考え方 

〇中学校 

＜OKの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜NGの例＞ 

 

 

 

 

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × 〇 〇 〇 ×

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × × 〇 〇 〇

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 〇 〇 〇 × ×

〇高等学校 

＜OKの例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

＜NGの例＞ 

 

 
 
 
※例外を適用する場合でも、週末のい
ずれかは原則として休養日に当てるよ
う努める必要がある。 

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 〇 〇 〇 〇 ×

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × 〇 〇 〇 〇

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × 〇 〇 〇 ×

月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × 〇 〇 × ×

Ⓒ岡山県「うらっち」 
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（２）週末に大会がある場合 

週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替え、適切に休養

日を設定する。 

また、吹奏楽部等の一部の部活動においては、運動部活動の応援として大会等

へ同行することや地域の催しへ参加することなども想定されるが、週末の活動が

常態化することがないよう留意するとともに、生徒及び指導者に過度な負担とな

らないよう精査することが必要である。 

 

 

 

 

 

（３）長期休業中の休養日 

長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な

休養を取ることができるとともに、学校部活動以外にも多様な活動を行うことが

できるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇週末に大会等がある場合 

大会前であっても、平日に
少なくとも１日は休養日を設
定する必要がある。 

本来、日曜日を休養日としてい
たところ、大会により活動を実施
したため、次の土曜日に休養日を
振替 

休養日の振替の考え方 

Ⓒ岡山県「ももっち」 

月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

〇 〇 × 〇 〇 〇 大会 〇 〇 × 〇 〇 × ×
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２ 適切な活動時間の設定 

（１）活動時間の定義 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」（以下「県方針」という。）における

「活動時間｣とは、学校管理下において、スポーツ・文化芸術活動を行っている時

間を意味しており、活動時間中は、顧問の監督のもとに活動を実施する必要があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）１日の活動時間 

１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末

を含む。）は３時間程度とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的

な活動を行う。 

ただし、高等学校段階では、競技や分野の特性等により１日の活動時間が原則

を超える場合は、長くとも平日では３時間程度、休業日は４時間程度を上限とす

る。その際は、週当たりの活動時間の上限は 16 時間程度とし、各学校において適

切に設定する。 

 

〇高等学校 

 

 

〇活動時間に含まれるもの 

・ 学校管理下での自主練習や朝練習 

・ ウォーミングアップ 

・ クーリングダウン 

〇活動時間に含まれないもの 

・ 会場への移動、準備、片付け 

・ ミーティング 

・ 複数校で練習試合を実施する際の休 

憩、見学の他、審判、審判補助、記録員 

等の試合の補助等 

活動時間の考え方 

＜OKの例＞ 

 

 

 

 

 

 

〇いずれも週の活動時間は 16 時間以内であ

り適切 

＜NGの例＞ 

 

 

 

×週の活動時間が１９時間であるため、休養日を

増やすか、１日の活動時間を減らす工夫が必要 

月 火 水 木 金 土 日

2 2 2 3 3 4 ×

月 火 水 木 金 土 日

3 3 × 3 3 4 ×

月 火 水 木 金 土 日

3 3 3 3 3 4 ×
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（３）練習試合等での活動時間の考え方 

練習試合等については、１日の活動時間が３時間を超えることも考えられるが、２

週間連続した週末に時間超過して活動する等、常態化することがないよう留意するととも

に、生徒及び指導者に過度な負担とならないよう配慮することが必要である。 

 

（４）朝練習や自主練習 

朝練習を行うことで、十分な睡眠や休養が確保できない状態が常態化すると、疲

労が蓄積するばかりでなく、トレーニング効果を十分に得ることができないこと

が考えられる。朝練習を行う場合は、放課後の練習時間が十分に取れない場合等

に、学校生活や家庭生活等へ十分配慮した上で行う必要がある。 

また、全体練習後に生徒が自主練習を行うことも考えられるが、学校管理下で

の自主練習は１日の活動時間に含めるとともに、顧問の監督のもとに実施する必

要があり、生徒の帰宅時刻が遅くなり、安全管理上危険なことが想定される場合

は、許可しない等の対応が必要である。なお、自主練習を行う場合であっても、学

校が設定する生徒の最終下校時刻は、必ず遵守させなければならない。 

 

  

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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Ｑ10 県方針で示す活動時間に、科学的根拠はあるのか。 

 

国のガイドラインでは、「『スポーツ医・科学の観点からのジュニア期におけるスポ

ーツ活動時間について』（平成 29 年 12 月 18 日 公益財団法人日本体育協会）におい

て示されているとおり、『休養日を少なくとも１週間に１～２日設けること、さら

に、週当たりの活動時間における上限は、16 時間未満とすることが望ましい』」とさ

れており、これを１つの科学的根拠としている。 

文化部活動に属する生徒についても、成長期にある生徒が、教育課程内の活動、学

校部活動、学校外の活動、その他の食事、休養及び睡眠等の生活時間のバランスのと

れた生活を送る必要があることから、運動部活動と同様としている。 

 

 

Ｑ11 １（１）｢学校の部活動の実態に応じた、適切な休養日の設定に向け、継続 

的な検討を行う｣とあるが、具体的にはどういうことなのか。 

 

休養日は週当たり２日以上設けることが原則であるため、週当たり１日しか設け

ることができない場合には、それが、各学校の部活動の実態に照らして、真に適切で

あるかどうか、定期的･継続的に検討する必要がある。 

 

 

Ｑ12 １（３）「長期の休養期間（オフシーズン）」を設けるのであれば、負担 

のない範囲で効果が期待できる「強化練習を行う期間」を作っても良いの 

ではないか。 

 

年間の計画を立てる際に「強化練習を行う期間」を設けることも考えられるが、そ

の場合であっても、次の項目に十分配慮し、計画の作成と指導を行うことが必要であ

る。 

・  年間全体の負担を考慮した参加する大会や練習試合の精選 

・  より効率的、効果的な練習方法等の検討と導入 

・  １週間の中に適切な間隔により休養日や活動を振り返ったり、考えたりする日 

の設定 

・  １日の適切な練習時間の設定 

 

 

Q ＆ A 
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Ｑ13 「競技や分野の特性等」とは、どのようなことを想定しているのか。 

 

特殊な場所や環境（山、海、川、専用施設等）での活動が必要な場合を想定してお

り、主な活動場所が学校外となる登山、ボート、カヌー、セーリング、自転車競技等

がある。例えば、ボート部であれば、平日は、校内でローリングマシン等でのトレー

ニングを行い、週末は、学校外の河川に設置されているボートコースでの活動等が想

定される。 

また、その部活動の活躍が、町おこし等につながっており、地域からさらなる活躍

を期待されているなどが想定される。 

 

 

Ｑ14 吹奏楽等では、活動の性質上、個人練習が必要になる。その際、設備の問 

題から自宅等では練習を行うことができない場合に、自主練習の場所とし 

て学校施設を使用させ、顧問は指導を行わない場合であっても、活動時間 

に含む必要があるか。 

 

音楽室等の学校施設を利用した自主練習は、学校管理下で行われているものと考

えられるため、活動時間に含まれる。学校管理下で行われる自主練習の時間も含めて

顧問は管理する必要がある。 

また、自主練習は、本人の希望によって行われるものであって、同調圧力や指導者

の威圧的な態度等によって強制することは決してあってはならない。 
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１ 誰もが参加しやすい学校部活動 

２ 合同部活動の実施 

 

 

 

第５章 生徒のニーズを踏まえた 

  スポーツ・文化芸術環境の整備 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

ア 校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技能等の向

上や大会等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽しめる、適度な頻度

で行える等多様なニーズに応じた活動を行うことができる環境を整備する。 

  具体的な例としては、運動部活動では、複数のスポーツや季節ごとに異なるス

ポーツを行う活動、競技・大会志向でなくレクリエーション志向で行う活動、体

力つくりを目的とした活動、生徒が楽しく体を動かす習慣の形成に向けた動機付

けとなる活動等が考えられる。また、文化部活動では、体験教室などの活動、レ

クリエーション的な活動、障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することが

できるアート活動、生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動等が考

えられる。 

イ 県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会及び関係機関等は、少子化に伴 

い、単一の学校では特定の競技や分野の学校部活動を設けることができない場合

や、部活動指導員や外部指導者が配置できず、指導を望む教員もいない場合に

は、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることがないよう、当面、複

数校の生徒が拠点校の学校部活動に参加する等、合同部活動等の取組を推進す

る。 

ウ 校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害のある生徒が

参加しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の違

いに応じた課題や挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう活動時間

を短くするなどの工夫や配慮をする。 

エ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動は生徒の自

主的・自発的な参加により行われるものであることを踏まえ、生徒の意思に反し

て強制的に加入させることがないようにするとともに、その活動日数や活動時間

を見直し、生徒が希望すれば、特定の種目・部門だけでなく、スポーツ・文化芸

術や科学分野の活動や地域での活動も含めて、様々な活動を同時に経験できるよ

う配慮する。 

 
「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 誰もが参加しやすい学校部活動 

  学校は学校部活動への所属の有無にかかわらず、全ての生徒の教育に責任を負

っており、現在学校部活動に所属している生徒だけでなく、スポーツや文化芸術活

動などに苦手意識を持つ生徒や障害のある生徒などにとっても参加しやすい活動

が確保される必要がある。 

校長は、生徒や教員の数、部活動指導員の配置状況等を踏まえ、指導内容の充

実、生徒の安全の確保、教員の長時間勤務の解消等の観点から円滑に学校部活動を

実施できるよう、適正な数の学校部活動を設置することとしているが、その際、誰

もが参加しやすいよう、スポーツや文化芸術等に親しむことを重視し、一人一人の

違いに応じた課題や挑戦を大切にすることや、過度な負担とならないよう活動時

間を短くするなどの工夫や配慮を行い、楽しみを目的とするレクリエーション的

な活動を含めた、多様な学校部活動を設置するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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２ 合同部活動の実施 

少子化に伴い、単一の学校では特定の分野の学校部活動を設けることができな

い場合や、部活動指導員や外部指導者を配置できず、指導を望む教員もいない場合

も想定されるが、その場合には、学校の設置者及び学校等の関係機関は、生徒のス

ポーツ・文化芸術活動の機会が損なわれることがないよう、当面、複数校の生徒が

拠点校の学校部活動に参加する等、合同部活動等の取組を推進していくことが望

ましい。 
 

（１）協定書等の締結（参考様式例： 75 ページ） 

複数校による合同部活動を整備することは、生徒にとって、自分が打ち込んで

きた学校部活動を断念せず、継続して取り組むことができる有効な方策である。

実施に当たっては、指導の形態や事故発生時の対応や責任の在り方などに配慮す

る必要があり、あらかじめ、両校の学校長の合意を得るとともに、学校間で協定書

等を取り交わしておくことが求められる。 

 

（２）活動計画の作成及び体制整備 

合同部活動の活動計画を作成する際には、学校間・指導者間で、技術指導や生徒

指導の在り方等について十分協議し、緊密な連携のもとに指導体制を確立し、無

理のない活動計画の立案をしなければならない。その際、それぞれの学校の年間

計画や学校行事等に配慮し、部員のみの活動とならないようにすることが大切で

ある。 

また、指導者は両校の生徒の技術レベルの実態やこれまでの練習方法等を把握

し、無理のない活動となるよう、安全管理に配慮する必要がある。活動中における

救急・緊急連絡体制についても各校の危機管理マニュアル等で十分に確認してお

くとともに、活動場面以外でも、生徒の移動経路や移動方法等を把握し、生徒が安

全に移動・下校できるよう十分に指導しておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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Ｑ15 合同部活動を実施した際、合同チームで各種大会・コンクール等に参加で 

きるのか。 

 

 複数校による合同チームでの各種大会・コンクール等の参加は、大会等によって認

められている場合がある。詳細は、学校において、大会等の主催者が定める大会・コ

ンクール等の参加規定を確認すること。 

  

Q ＆ A 
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１ 事故の未然防止 

２ 熱中症への対応 

３ 事故発生時の対応 

 

 

 

第６章 安全管理と事故防止 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっち」 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

５ 安全管理と事故防止について 

ア 校長は、学校部活動における安全管理について、県教育委員会が作成する「学

校部活動指導資料」を踏まえ、事故の未然防止や事故発生時の適切な対応につい

て校内研修を行うとともに、生徒に対して安全に関する指導を適切に行う。 

学校部活動の指導者は、前記の「学校部活動指導資料」を活用し、活動場所に

おける施設・設備の点検、活動における安全対策（ゴールの固定、防護ネットの

設置、危険行為の禁止等）、気象急変時（急な大雨、竜巻、雷等）の安全確保、適

切な生徒引率（公共交通機関の利用等）などを徹底するとともに、生徒が、自ら

の身の安全を守るための知識や行動を身に付けることができるよう指導を行

い、意識の高揚を図ること。 

また、学校敷地外の人損・物損事故の回避を図るため、活動方法の工夫に努め

ること。 

  イ 近年、気候変動等により、暑熱環境が悪化し、学校の管理下の活動、とりわけ 

夏季の学校部活動における熱中症事故の防止等、生徒の安全確保に向けた取組を 

強化することが急務であり、校長及び学校部活動の指導者は、学校部活動におけ 

る生徒の熱中症事故の防止等の安全確保を徹底するとともに、適切に対応するこ 

と。  

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 事故の未然防止 

（１）施設・設備の安全管理 

学校部活動は、主に学校の施設・設備を使用して実施されるため、学校環境の安

全を保つことが実施の上で重要である。 

学校環境の安全を保つためには、学校とその設置者が協力して校舎等内外の施

設・設備を点検し、危険を事前に発見するとともに、それらの危険の除去等の改善

措置を講じなければならない。 

安全点検の対象や内容は多岐にわたり、また、安全点検の対象である学校環境

は、常に同じ状態にあるわけではなく、季節、あるいは時間、自然災害等により劇

的に変化するものである。そのため、安全点検を継続的かつ計画的に行わなけれ

ば、環境や行動における重大な危険は見過ごされる可能性がある。 

安全点検の確実な実施のために、学校保健安全法施行規則のほか、「『生きる力』

をはぐくむ学校での安全教育」（平成 31 年３月改訂 文部科学省）や「学校保健・安

全・給食管理の手引き」（令和３年３月 岡山県教育庁保健体育課）を活用し､事故

防止を図ること。 

 

表４ 学校保健安全法施行規則に基づく安全点検の例 
安全点検
の種類 

時期・方法等 対象 法的根拠等 

定期の 
安全点検 

毎学期１回以上計画的に、ま
た教職員全員が組織的に実
施 

児童生徒等が使用
する施設・設備及び
防火、防災、防犯に
関する設備などに
ついて 

毎学期１回以上、幼児、児
童、生徒又は学生が通常使
用する施設及び設備の異常
の有無について系統的に行
わなければならない（規則 
28 条第１項） 

毎月１回計画的に、また教職
員全員が組織的に実施 

児童生徒等が多く
使用すると思われ
る校地、運動場、教
室、特別教室、廊
下、昇降口、ベラン
ダ、階段、便所、手
洗い場、給食室、屋
上など 

明確な規定はないが、各学
校の実情に応じて、上記（規
則 28 条第１項）に準じて
行われる例が多い 

臨時の 
安全点検 

必要があるとき 
・ 運動会や体育祭、学芸会や
文化祭、展覧会などの学校
行事の前後 

・ 暴風雨、地震、近隣での火
災などの災害時 

・ 近隣で危害のおそれのあ
る犯罪（侵入や放火など）の
発生時など 

必要に応じて点検
項目を設定 

必要があるときは、臨時
に、安全点検を行う（規則 
28 条第２項） 

日常の 
安全点検 

毎授業日ごと 児童生徒等が最も
多く活動を行うと
思われる箇所につ
いて 

設備等について日常的な点
検を行い、環境の安全の確
保を図らなければならない
（規則 29 条） 

参考：文部科学省「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」（平成 31年３月） 
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また、サッカーやハンドボールのゴール、テント、ピッチングマシン及び防球ネ

ット等の移動設備については、重大な事故が過去に起きていることから、特に固

定の状態、破損の有無を定期的に確かめるとともに、移動した場合の設置場所の

適切さ及び固定状況の点検は、必ず実施する。  
 

（２）生徒への安全教育 

施設・設備の安全管理のみでは、生徒の安全確保の実現は難しく、生徒自身が、よ

り安全な行動を意思決定したり、行動選択したりすることを促すため、安全教育

が重要になる。 

具体的には、生徒が自他の身の安全を守るための知識や行動を身に付けること

ができるよう、施設、用具等の扱い方及び安全を確保するためのルールや決まり

等についての指導を行い、意識の高揚を図ることが必要である。 

特に、陸上競技の投てき種目（やり投・砲丸投・円盤投・ハンマー投）について

は、落下時点の状況、他の部員等の位置や動きの確認をすることや他の部活動・種

目と時間帯を分ける等、指導を徹底すること。 
 

（３）生徒の体調管理 

部活動における事故を防止するには、活動実施前の安全管理や安全教育のみな

らず、活動中も気象条件や生徒の体調の変化等を見逃さないことが重要である。

特に、炎天下での練習や激しい運動により汗をかくような時には、熱中症や脱水

症状等に注意する必要がある。 

活動前後についても、生徒の顔色・表情・応答・練習への意欲等を観察するとと

もに、事前に既往症や治療中の怪我や病気等についても把握することや、帰宅後

に体調を整え疲労回復に努めることができるようにすることが大切である。 

顧問が誰も活動に参加できない場合や、途中で活動の場を離れる場合は、他の

部活動の顧問や他の教員等に監督を依頼する等の対応をするとともに、具体的な

活動内容や方法を指示し、生徒が安全に活動できるよう配慮しなければならない。

顧問や他の教員等が誰も活動場所に付くことができない場合は、練習を中止する

等の対応も必要である。 
 

（４）部外者へ及ぼす損害の防止 

競技によっては、活動エリアや学校敷地の外に用具が飛び出すこと等により、生

徒自身や指導者のみならず、部外者に人的、物的な損害を及ぼす可能性がある。 

これらを未然に防止するためには防球・防矢ネット等その競技に応じた施設・設

備の整備が重要である。一方で、施設・設備の整備には限界があること、また、た

とえ整備がなされていたとしても、それらが想定から外れた使い方だった場合に

は、本来有する性能を発揮できない恐れが高まることから、まずは施設・設備を適

正な方法で使用することや今ある環境下でいかに安全に活動できるかを念頭に置

いた上で練習方法の工夫等を最大限行うことが必要である。 

それでも万が一損害を及ぼした場合には相手方に真摯に対応するとともに、損

害を及ぼすに至らなかった場合でも、「たまたま発生したものだ」と一過性の対応

とするのではなく、原因の分析と再発防止策の検討が肝要と考えられる。 
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２ 熱中症への対応 

（１）熱中症の予防 

近年の暑熱環境の悪化により、熱中症等への対策は、運動部のみならず文化部に

おいても急務となっている。夏季の活動時に注意することは当然であるが、暑さに

慣れていない春先等のそれほど気温が高くない時期や、屋外に限らず、体育館や特

別教室等の屋内においても熱中症になる場合があり、時期に関わらず、発生リスク

があることを踏まえて、指導者は慎重に生徒の体調観察を行う必要がある。 

 

 

 

熱中症とは、熱に中
あた

るという意味で、暑熱環境によって生じる障害（熱失神、熱けいれん、熱

疲労、熱射病）の総称である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表５ 運動に関する指針 

（公財）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（2019） 

熱中症とは 

〇熱中症が起こりやすい条件 

・  高湿度・急な温度上昇 

・  肥満傾向の人、体力の低い人、暑さに慣れていない人、体調の悪い人 

・  ランニング、ダッシュの繰り返し 

〇熱中症の予防のためにできること 

・  直射日光の下で、長時間にわたる運動やスポーツ、作業をさせることは避ける。 

・  屋外で運動やスポーツ、作業を行うときは、帽子をかぶらせ、できるだけ薄着をさせ 

る。 

・  屋内外にかかわらず、長時間の練習や作業の際は、こまめに水分（0.1～0.2％食塩水 

あるいはスポーツドリンク等）を補給し適宜休憩を入れる。また、終了後の水分補給も 

忘れないようにする。 

・  常に健康観察を行い、生徒の健康管理に注意する。 

・  生徒等の技能や体力の実態、疲労の状況等を常に把握するように努め、異常がみられ 

たら、速やかに必要な措置をとる。 

・  生徒が心身に不調を感じたら申し出て休むよう習慣付け、無理をさせない。 

気温
暑さ指数
(WBGT)

35℃以上 31以上 運動は原則中止
・特別の場合以外は運動を中止する。
・特に子どもの場合には中止すべき。

31~35℃ 28~31
厳重警戒

（激しい運動は中止）

・激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。
・運動する場合には、10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行う。
・暑さに弱い人（体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など）は
運動を軽減または中止。

28~31℃ 25~28
警戒

（積極的に休息）
・積極的に休憩をとり適宜、水分・塩分を補給する。
・激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。

24~28℃ 21~25
注意

（積極的に水分補給）
・熱中症の兆候に注意し、運動の合間に積極的に水分・塩分を補給する。

24℃未満 21未満
ほぼ安全

（適宜水分補給）
・通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補給は必要である。

熱中症予防運動指針
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（２）発生時の対応 

熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、身体の冷

却、病院への搬送等、適切な処置を行うことが必要である。 

 

図３ 熱中症対応フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」（２０１９） 
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３ 事故発生時の対応 

（１）事故発生時に取るべき対応 

  万一事故が発生した場合、直ちに校内外の救急体制が機能するよう、教職員の役

割をあらかじめ明確にしておく必要がある。 

 

①応急処置及び安全確保  

・  連絡を受けた教職員は負傷の程度を確認し、可能な応急処置を施す。 

・  意識を失った時点で、他の教職員に救急車出動を要請し、管理職へ報告する。 

・  救急車到着までの所要時間に留意しながら、必要に応じて、救命処置（心肺 

蘇生とＡＥＤの使用）を行う。 

・  救急車が到着した際に、既往歴、事故発生時からの時系列の生徒の状況と学校 

の対応等をメモしたものを救急救命士に渡し、救急車にはその時の状況が説明でき   

る教職員を１名同乗させる。 

・  現場に残った教職員は、他の生徒の不安を取り除き、練習を中止するなど適 

切な指示を行うとともに現場を保存する。 

②危機管理体制の確立  

・  校内救急体制に基づき、管理職は関係教職員に対応を指示する。 

・  記録者を決め、事故発生時の状況・発生直後の対応等事故の経緯について簡 

潔かつ詳細に記録する。 

・  情報の混乱を避けるため、関係機関との対応には管理職が当たり、窓口を一 

本化する。 

③保護者への対応  

・  保護者に、生徒の容態や事故の状況、搬送先、学校の対応について連絡・説 

明する。 

・  管理職、担任、顧問等は負傷した生徒を見舞い、交代で病院に待機するなど 

誠意ある対応を行う。 

・  生徒の容態等が安定した際に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの手 

続き、治療費等について説明する。 

④関係機関への連絡 

・  管理職は教育委員会へ直ちに第一報を入れ、その後適宜、状況を報告し、助 

言を受ける。 

・  事故の程度や状況、生徒の容態によっては警察へも連絡する。その場合、教 

育委員会と協議の上、必要に応じてマスコミへのプレス発表を行う。 

⑤その他 

・  学校は事故の経緯を簡潔かつ正確に記録するとともに、情報を整理して事故 

原因について究明し、生徒や保護者へ説明する。また、教育委員会へ文書で事   

故報告を行い、事故の原因をもとに、事故防止対策等を見直し、今後の再発防 

止に取り組む。 

（参考）岡山県教育委員会｢危機管理マニュアル｣(平成 26 年) 
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（２）生徒へのケア 

  事故によっては、当該生徒やその他の生徒の精神的なケアについても配慮する

必要があり、養護教諭や関係諸機関と連携しながら、迅速に対応しなければならな

い。その上で、事故の発生原因や発生後の措置等について問題点を明確にし、反省

と改善について全職員で共通理解を図り、再発防止に取り組む。 

事故で休んでいる生徒に対しては、早急な見舞いや家庭訪問を行い、生徒並びに

保護者へ適切な対応を行うとともに、当該生徒の状況に応じて板書ノートのコピー

等を届けることやタブレット端末を活用したオンライン授業の実施など、授業の不

安を払拭するような配慮も必要である。 

また、長期にわたり通常の練習等に参加できない生徒に対して、指導者は、治療

の状況に応じて、本人の意向を確認し、可能な範囲で生徒が部活動に継続的に関わ

り、治療後に円滑に活動へ復帰できるよう配慮する必要がある。 

 

  

Ⓒ岡山県「ももっち」 Ⓒ岡山県「うらっち」 
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Ｑ16 部活動中に眼鏡等の私物が破損した場合は、生徒の自己責任となるのか。 

また、その際、発生した怪我等の医療費は、学校が負担するのか。 

 

部活動等の学校管理下であっても、生徒の過失又は生徒同士の偶発的な事故によ

り、私物が破損した場合、補償については当事者間で話し合う必要があり、学校に賠

償責任はない。保護者会等を通じて、眼鏡など、活動中でも必要かつ破損しやすい物

品を使用する場合は、必要により個人で保険に加入する等の措置を講ずるよう促す

必要がある。 

 学校管理下の事故について、学校設置者が損害賠償責任を問われるのは、教職員の

故意若しくは過失のある行動によって事故が起きた場合又は施設が通常備えるべき

安全性を欠いていたために事故が起きた場合である。なお、学校管理下の部活動等で

事故が発生し、怪我等で医療機関を受診した場合は、日本スポーツ振興センターの災

害給付システムにより医療費や見舞金の給付が受けられる。その際、各自の健康保険

の制度を利用することが前提となる。 

 

Ｑ17 新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた部活動では、どのような点に留 

意する必要があるか。 

 

新型コロナウイルス感染症への対応は、文部科学省が定める最新の「学校におけ

る新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル～『学校の新しい生活様

式』～」や関係通知等を参照し、適切に対応すること。 

 

 

 

  

Q ＆ A 
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１ 学校部活動の地域との連携 

２ 地域連携・地域移行に向けた環境整備 

 

 

 

第７章 学校部活動の地域との連携等 

Ⓒ岡山県「ももっち・うらっちと仲間たち」 
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Ⅱ 学校部活動の地域連携や新たな地域クラブ活動への移行に向けた環境整備 

ア 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校や地域の実態に応

じて、保護者の理解と協力を得て、地域のスポーツ・文化芸術団体との連携や民

間事業者の活用等により、学校と地域が協働・融合した形での学校部活動の地域

連携を進める。 

イ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域の実情に応じ、学

校種を越え、高等学校、大学及び特別支援学校等との合同練習を実施するなどに

より連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や多様な交流の機会を設ける。 

ウ 各地域において、休日における新たな地域クラブ活動への将来的な移行に向

け、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状や課題を共有し、生

徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を構築するための検討が進められる

ことが考えられるが、県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、検

討に必要な情報の提供や、保護者等への理解促進等、協力・連携して取り組むも

のとする。 

エ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域で実施されている

分野と同じ分野の学校部活動については、休日の練習を共同で実施するなど連携

を深める。休日に限らず、平日においても、できるところから地域のスポーツ・文

化芸術団体等と連携して活動する日を増やす。 

オ 県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動だけでなく、地

域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知する

など、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるような環境を整え

る。 

カ 県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会及び校長は、教員等が地域クラブ

活動での指導を希望する場合は、国が示す手引き、関係通知等を踏まえ、兼職兼

業の判断を適切に行うものとする。 

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 学校部活動の地域との連携 

生徒のスポーツ・文化芸術環境の充実の観点から、学校は、保護者の理解と協力  

を得ながら、「学校と地域・保護者は共に子どもの健全な成長のための教育、スポ 

ーツ・文化芸術環境の充実を支援するパートナー」という考え方のもと、学校部活 

動の地域との連携についての取組を推進していく必要がある。 

具体的には、地域で実施されている分野と同じ分野の学校部活動については、休   

日や、場合によっては平日の練習も共同で実施することや、学校部活動だけでな

く、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等も生徒や保護者に周知

し、生徒が興味関心に応じて自分にふさわしい活動を選べるようにするよう配慮

することが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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２ 地域連携・地域移行に向けた環境整備 

（１）休日の学校部活動の地域連携・地域移行に向けて 

 学校の部活動を巡る状況については、近年、特に持続可能性という面でその厳し

さを増している。全国的に深刻な少子化が進行していることに加え、休日も含めた

部活動の指導や大会への引率、運営への参画は教員にとって大きな業務負担となっ

ている実態があり、これまでと同様の学校部活動の維持・継続は困難になってきて

いる。 

そのため、国において、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機会を学校部活動から

新たな地域クラブ活動へ将来的に移行することを見据え、様々な取組が進められて

おり、本県においても、国の方針に従い、休日の中学校の学校部活動を地域の実情

等に応じて段階的に地域連携・地域移行することで、生徒にとってふさわしいスポ

ーツ・文化芸術環境の確保を行うことを検討している。 

 

 

図４ 県内中学校 生徒数の推移 

 
 

 

 

 

・調査・統計等への回答等 ☞（事務職員等） 

・児童生徒の休み時間における対応  ☞（輪番、地域ボランティア等） 

・校内清掃   ☞（輪番、地域ボランティア等） 

・部 活 動   ☞ （部活動指導員等） 

 

※ 部活動の設置・運営は法令上の義務ではないが、ほとんどの中学・高校で設置。多く 

の教員が顧問を担わざるを得ない実態。 

 
中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための 

学校における働き方改革に関する総合的な方策について（答申）」(平成 31 年 1 月 25 日) 

 

 

 

 

学校の業務だが、必ずしも教員が担う必要のない業務 
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今後、各地域において、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状

や課題を共有し、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を構築するため

の検討が進められることが考えられるが、校長は、こうした検討が円滑に進めら

れるよう、検討に必要な情報の提供や保護者等への理解促進等、地域との連携・協

力を図る。 

 

図５ 学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行の全体像（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ庁及び文化庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン概要版」

（令和４年１２月） 

  

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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図６ 学校部活動の地域連携・地域クラブ活動への移行（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ庁及び文化庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン概要版」

（令和４年１２月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ岡山県「うらっち」 
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（２）教員等の兼職兼業 

地方公務員である公立学校の教職員は、当該教職員が希望する場合であって、地

方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）第 38 条や教育公務員特例法（昭和 24 年法

律第 1 号）第 17 条等の規定に基づき、服務を監督する教育委員会の許可を得た場

合には、営利企業等に従事することができる。地域クラブ活動に従事することを

希望する教職員については、服務を監督する教育委員会の兼職兼業の許可が必要

となり、許可を得た場合には、地域団体の業務に従事することができる。 

 

 

 
①  児童生徒の学びの保障や教師の健康管理の観点等の学校運営に支障がないこと 

②  保護者や地域住民への説明責任を引き続き果たせるような態様であることなど学校

や教師への信用を失墜させないこと 

③ 当該教師の学校における労働時間と地域団体の業務に従事する時間を通算した時間か 

ら労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）に規定される法定労働時間（原則として 1 日に

ついて 8 時間、1 週について 40 時間）を差し引いた時間（いわゆる時間外労働と休日労

働の合計時間）が単月 100 時間未満、複数月平均 80 時間以内とならないことが見込まれ

る場合には、兼職兼業の許可を出さないことが適当であること。ただし，公立の義務教

育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法（昭和 46 年法律第 77 号）第２条

第２項の教育職員の場合は，この労働時間にはいわゆる「超勤４項目」に関する業務に

従事する時間のみが通算されることとなるため，当該時間のみならず，「公立学校の教育

職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健

康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針」（令和２年文部科学省告示

第１号。以下「文部科学省指針」という。）の趣旨も踏まえ，文部科学省指針に規定する

在校等時間についても通算の対象として扱い，在校等時間も含めて通算された時間が単

月 100 時間未満，複数月平均 80 時間以内とならないことが見込まれるかどうか確認・判

断することが望ましいこと。その際、教育委員会が地域団体や学校，教師本人とよく連

携して対応することが求められること。 
 

文部科学省初等中等教育局初等中等教育課『「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を

受けた公立学校の教師等の兼職兼業の取扱い等について』（令和３年２月 17 日２初初企第 39 号） 

  

兼職兼業の許可の判断を行う際に留意すべき事項 
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１ 大会等の参加の在り方 

２ 大会等の引率 

 

 

 

第８章 大会等への参加 

Ⓒ岡山県「ももっち」 
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Ⅲ 大会等の在り方の見直し 

４ 県大会をはじめとする大会等の在り方 

ウ 県学校体育連盟、県学校文化連盟、県教育委員会及び市町村（組合）教育委員

会は、中学校の生徒が学校教育活動として参加する大会等の全体像を把握し、週

末等に開催される様々な大会等に参加することが、生徒や学校部活動の指導者の

過度な負担とならないよう、大会等の統廃合等を主催者に要請するとともに、参

加する大会数の上限の目安等を定める。 

  また、文化部活動においては、地域からの要請により地域の行事や催しに参加

したり、運動部活動の応援として試合に同行したりすることも考えられるが、生

徒が参加する活動の上限の目安等は、それらを含めて、総合的に定めるものとす

る。 

エ 校長は、県学校体育連盟、県学校文化連盟、県教育委員会及び市町村（組合）

教育委員会が定める前記ウの目安等を踏まえ、生徒にとっての教育上の意義

や、生徒や学校部活動の指導者の負担が過度とならないことを考慮して、参加す

る大会等を精査する。 

 

「岡山県学校部活動の在り方に関する方針」 
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１ 大会等の参加の在り方 

大会やコンクール等に参加することは、日常の練習の成果を確かめたり、他校生  

徒との交流を深めたりすることに役立ち、生徒にとって有意義なものである。 
一方、度重なる大会等への参加は、生徒や顧問の負担が過度となるおそれがある   

ことから、学校は、大会等の主催者・趣旨・参加対象・期間・会場等についてよく  

確認するとともに、教育上の意義を考慮して、参加する大会等を精査し、参加申し 

込みに際しては、本人の意思や健康状態及び学業等を十分配慮するとともに、保護 

者の理解も十分に得るようにしなければならない。 
 

 

 

昭和 54 年の文部省通知「児童・生徒の運動競技について」の廃止に伴い、平成 13 年３月

30 日付で、全国都道府県体育・保健・給食主管課長協議会、財団法人全国高等学校体育連盟、財

団法人日本中学校体育連盟、全国連合小学校長会による申し合わせで、新たな基準が設けら

れた。この「基準」では、主催者及び参加に当たっての留意事項とともに、参加できる地域の

範囲及び参加回数等を明示している。また、参加に当たっては、主催団体を確認し、規模・日

程等に無理が無く、教育的配慮が十分なされていることが必要となる。 

 

 

参加する大会等の上限の目安の考え方 

〇運動部の考え方 

① 小学校の運動競技会は、特に児童の心身の発達からみて無理のない範囲という観点から、原則 

として都道府県内における開催・参加とする。 

② 中学校の運動競技会は、都道府県内における開催・参加を基本としつつ、地方ブロック大会及 

び全国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につ 

き、それぞれ年間１回程度とする。 

③ 高等学校の運動競技会は、都道府県内における開催・参加のほかに、地方ブロック大会及び全 

国大会については、学校運営や生徒のバランスある生活に配慮する観点から、各競技につき、そ

れぞれ年間２回程度とする。 

④ この他、体力に優れ、競技水準の高い生徒が、国、地方公共団体又は財団法人日本スポーツ協 

会の加盟競技団体が主催する全国大会で、競技水準の高い者を選抜して行うものに参加する場 

合、学校教育活動の一環として取り扱うことができる。なお、中学生については、文部科学省 

（文部省）と財団法人日本スポーツ協会ほか関係団体が合意したものに限り、学校教育活動の一

環として参加させることができる。 

文部科学省「児童生徒の運動競技について」(平成 13 年３月 30 日） 

〇文化部の考え方 

文化部においては、大会や地域の行事、催し物等への参加が結果的に長時間の活動に結びついて

いることが指摘されており、上限の目安は、「休養日や活動時間が方針に則った適切な状況になる

こと」であると考える。様々な大会やコンクール、地域の行事などがあり、それぞれに主催者がい

るため地域における大会等の把握に努め、生徒の教育上の意義や、生徒や指導者の負担が過度とな

らないことを考慮して、各学校で精査することとしている。 
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２ 大会等の引率 

    引率者は、事前指導に加え、生徒の健康管理や事故防止に万全を期すととも

に、学校との連絡を密にすることが重要である。引率に当たっては、余裕を持った

行動計画を立て、生徒の安全確保の観点から、原則として公共交通機関を利用する

こと。 

 

 

 

県教育委員会では、県立学校に対して、自家用車の公務使用や生徒等の同乗に関する取扱

いについて取扱要領等を定めている。自家用車へ生徒等を同乗させて、万一事故が発生した

場合、その結果は重大なこととなるため、この取扱いについては厳格な運用をすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（参考通知） 

・平成 17 年２月 23 日付 教総人第 600 号｢自家用車の公務使用に関する取扱いについて｣ 

・平成 17年２月 23日付 教総人第 601号「自家用車の公務使用に係る生徒等の同乗に関する取扱いについて」 

・平成 21 年７月 13 日付 事務連絡「運動部活動における引率時の事故防止について」 

 

また、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症の流行下におけ

る大会等参加については、感染症防止の観点から、最新の県通知等を踏まえて行動

することが求められる。 

 

  

県立学校における取扱い（参考） 

〇生徒等の同乗が可能な場合 

・災害発生等により、急病人の救護等の用務を行う場合 

・学校の管理下において行われる教育活動であって、当該職員が所属する学校以外の 

場所で行われる行事等に参加する生徒等を引率する場合において、通常利用する公共 

交通機関がないこと、その運行便数が少ないこと等により、生徒等の指導上適切な対 

応ができないため、当該職員が公務に使用する自家用車に同乗させることが必要な場 

合（当該職員が運転する場合に限る。） 
 

岡山県教育委員会「自家用車の公務使用に係る生徒等の同乗に関する取扱要領」 

上記の場合であっても、次の場合には同乗させることはできない 

・任意保険として、保険金額無制限の対人賠償保険及び保険金額 1,000 万円以上の対 

物賠償保険又は自動車損害賠償責任共済に加入していない場合及び保険金額 1,000 万 

円以上の搭乗者保険に加入していない場合 

・運転が深夜に及ぶことが予想される場合 

・自動二輪車又は原動機付自転車を使用する場合 

・同乗する生徒等の保護者が同意していない場合 

・その他校長が適当でないと認める場合 

 

ただし 
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Ｑ18 中学生は国民スポーツ大会（国民体育大会）に参加できるのか。 

 

一部の競技について、中学校第３学年に在学する生徒に限り参加が認められてい

る。参加については、参加可能な競技範囲についてのスポーツ庁の最新通知を確認

し、事前に学校教育への影響を十分に検討し、教育的意義についても配慮すること

が必要である。 

 

 

Ｑ19 生徒がオリンピック・パラリンピック競技大会等へ参加できるのか。 

 

オリンピック・パラリンピック競技大会等や当該競技大会に向けた選手強化合

宿等への参加については、体力に優れ、著しく競技水準の高い児童生徒から各種

競技大会等への参加について申出があった場合、生徒の個性・能力の伸長、競技力

向上の見地から、心身の発育・発達、学校教育への影響に配慮しつつ参加を認めて

いる。判断が困難な場合は、県教育庁保健体育課又は管轄の市町村（組合）教育委

員会に相談をしていただきたい。 

 

 

Ｑ20 保護者が自家用車に我が子とともに他の生徒を乗せて大会等へ送迎する 

ようなことについて、どのように考えればよいか。 

 

事故が発生した際の補償や、人間関係のトラブルを避けるために、保護者が自家

用車に我が子以外の生徒を同乗させ、試合等へ送迎することは控えなければならな

い。 

原則として、大会等の移動は公共交通機関を利用すること。 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q ＆ A 
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【参考様式例 １】 学校の部活動に係る活動方針 

参 考 様 式 集 

年  月  日 

 

                         岡山県立      学校 

                         校長 〇 〇   〇 〇    

 

年度 岡山県立  学校 部活動に係る活動方針 

 

１ 本校に設置する部活動 

 

 

２ 目 標 

 （１） 

 

 

 （２） 

 

 

 （３） 

 

 

３ 部活動の運営について（校内での取り決め事項等） 

 （１）休養日 

 

 

 （２）活動時間 

 

 

 （３） 

    

 

 （４） 

 

 

４ その他 

 （１）体罰・ハラスメント等を根絶するための取組 

 

 

 （２） 

 

 

 （３） 

 

 

※部活動が、学校教育が目指す資質・能力の育成に資するものであ

る事を踏まえ、部活動を通して、生徒に何を身につけてほしいのか

等を記載すること。 

※この項目は必ず記載すること 
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【参考様式例 １】 学校の部活動に係る活動方針 記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年４月３日 

 

                            岡山県立〇〇〇〇学校 

                            校長 〇 〇 〇 〇      

 

令和５年度 岡山県立〇〇〇〇学校 部活動に係る活動方針 

 

１ 本校に設置する部活動 

 （１）運動部活動（30 うち男子 16、女子 14） 

陸上競技（男女）、水泳（男女）、バスケットボール（男女）、バレーボール（男女）、卓

球（男女）、ソフトテニス（男女）、 ハンドボール（男女）、サッカー（男子）、バ

ドミントン（男女）、柔道（男女）、ボート（男女）、剣道（男女）、弓道（男女）、テ

ニス（男女）、 登山（男女）、硬式野球（男子） 

 （２）文化部活動（13） 

演劇部、合唱部、吹奏楽部、ダンス部、放送部、書道部、美術部、文芸部、囲碁将

棋部、かるた部、茶道部、華道部、ＥＳＳ部 

 

２ 目 標 

 （１）生徒が生涯にわたり、スポーツ・文化芸術活動に親しむ基盤を養う。 

 （２）興味・関心を共有した異年齢集団による活動の中で、自己肯定感や自制心、協調性

やコミュニケーション能力等を育む。 

 （３）健康の保持増進と体力の向上に繋がるような運動習慣確立への資質や能力を養う。

（運動部） 

 

３ 部活動の運営について（校内での取り決め事項等） 

 （１）休養日 

・ 原則、毎週水曜日は完全休養日とし、週末は、土日のどちらかを休養日とする。た

だし、別紙に定める部活動については例外とする。 

・ 大会や地域の催し等により、土日いずれも活動する場合は、あらかじめ、活動から

前後１週間以内のいずれかの日に振替休養日を設けることとする。 

・ 定期テストの１週間前からは、活動を行わない。 

・ 夏季及び冬季休業中の閉庁日は、活動を行わない。 

 （２）活動時間 

・ 平日は長くとも２時間程度、休業日は３時間程度とする。ただし、別紙に定める部

活動については、例外とする。 

・ 朝練習は、原則行わない。 

・ 大会やイベント前など、一時的に活動時間の延長が必要な場合や、朝練習を実施す

る場合は、事前に校長の許可を得ることとする。（原則、大会やイベントの１週間

前に限る。） 

・ 下校時刻を厳守する。（〇〇時〇〇分 完全下校） 

（３）遠征・合宿 

・ 遠征や合宿を実施する際は、１週間前までに、校長へ遠征・合宿届を提出する。 

（４）大会参加 

・ 大会参加は、中(高)体連主催大会及び中(高)文連主催大会への参加を原則とする

が、その他の団体が主催する大会や地域の催し等への参加及び他の部活動の応援へ

の同行については、事前に校長の許可を得ることとする。 
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４ その他 

 （１）体罰・ハラスメント等を根絶するための取組 ※この項目は必ず記載すること 

・ 顧問は、生徒の成長をサポートするための指導に努め、いかなる理由があっても、体

罰・ハラスメント等は、決して許されないものであるとの認識を持ち、学校全体で

体罰・ハラスメント等のない指導を徹底する。 

・ 年２回（○、○月）、部活動に係る体罰・ハラスメント等の根絶に関する校内研修を

実施する。 

 （２）部活動顧問会議（研修会の実施等） 

・ 年度始めに顧問会議を実施し、学校教育目標に沿った部活動の方針について、共通

理解を図ることとする。 

・ 定期的に部長会、部活動集会等を開催し、部活動が生徒にとってよりよい環境とな

るよう、適切な指導に向けた研修や情報共有を図る。 

（３）部費の取扱い 

・ 部費や部活動に係る生徒からの集金の取扱いについては公費に準ずる（学校徴収金

マニュアルに基づく）こととし、適切に管理する。 

・ 決算報告については、顧問は校長に提出した上で、保護者にも適切に報告する。 

  （４）その他 

・ 規律違反等、好ましくない状況があった場合は、職員会議等で討議の上、一定期間

活動を停止させることがある。 

・ 顧問は、部活動日誌等を活用し、日々の活動状況等を把握すると共に、生徒理解に

努める。 

・ また、部活動通信等で保護者にも活動計画や活動実績の報告を行い、部活動への理

解と協力を得ることができるように努める。 

（別紙） 

「令和５年度 岡山県立〇〇〇〇学校 部活動に係る活動方針」例外規定 

 

○ 活動方針の「３（１）休養日」について、次のとおりとする。 

ア 本校の特色づくりの観点から、次の部活動については、生徒の能力・適性や、健康・安

全に十分配慮することで、休養日を週当たり１日以上とすることを認める。 

     〇〇部 〇〇部 

 

イ 特殊な場所や環境での活動が必要なことから、次の部活動については、生徒の能力・適

性や、 健康・安全に十分配慮することで、休養日を週当たり１日以上とすることを

認める。  

     〇〇部 〇〇部 

 

○ 活動方針の「３（２）活動時間」について、次のとおりとする。 

  特殊な場所や環境での活動が必要なことから、次の部活動については、平日では３時間

程度、休業日は４時間程度を上限として活動することを認める。ただし、この場合におい

ても、週当たり活動時間の上限は１６時間程度とする。 

〇〇部 〇〇部 

 

○ これらの規定はあくまで例外であり、今後、原則的な取扱いに向けて、定期的・継続的

に協議を行うものとする。 
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【参考様式例 ２】 年間の活動計画（ver.1） 
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【参考様式例 ２】 年間の活動計画（ver.1） 記入例 
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【参考様式例 ３】 年間の活動計画（ver.２） 記入例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71



 

 

 

【参考様式例 ４】 月間の活動計画・実績（ver.1）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72



 

 

 

【参考様式例 ４】 月間の活動計画・実績（ver.1） 記入例 
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【参考様式例 ５】 月間の活動計画・実績（ver.２） 記入例  
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【参考様式例 ６】合同部活動実施に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

※なお、参考例は運動部のものであるが、文化部においても、合同部活動を実施する場合に

は、これに準ずるものとする。 

 

（別紙）     学校間連携による運動部活動に関する協定書（例） 
 

１ （  Ａ  ）学校と（  Ｂ  ）学校は、次の計画に従って学校間連携による運動部
活動（以下「合同部活動」という）を実施する。 

学校名 実施種目 顧問氏名 
部員
数 

連携の形
態 

活動日･時間 活動場所 

Ａ 学校 

○○○部 

○○○○ ○名 受入 

○･○曜日 
00:00～
00:00 

Ａ学校 
グラウンド 

Ｂ 学校 ○○○○ ○名 派遣 

技術指導 
担当者 

（ Ａ ）学校 職・氏名（ 教諭 ○ ○ ○ ○ ） 

 
２ 指導体制等 
（1） 両校の顧問は、技術指導や生徒指導について十分協議するとともに、それぞれ

の生徒に対し、合同部活動実施上の留意事項を十分指導する。 
（2） 技術指導に当たる（ Ａ ）学校の指導者は、（ Ｂ ）学校の生徒を指導する

場合でも（  Ａ ）学校の生徒に対する場合と同様の安全配慮義務を負うものと
する。 

（3） 「日本スポーツ振興センター法」に基づく給付手続きを行う場合は、当該生徒
の在籍している学校の校長が処理する。 

３ 連絡体制等 
(1) 指導を（ Ａ ）学校の指導者に委ねる場合、（ Ｂ ）学校の顧問は、事前に自

校生徒の健康状態等指導上必要な情報を、（ Ａ ）学校の指導者に連絡する。 
(2) 両校の顧問は、その日の活動人数や健康状態等を事前に確認するとともに、活動

終了後、実施状況を確認する。 
４ 移動経路 
(1) （ Ｂ ）学校の生徒は、所定の経路を、所定の方法で移動する。 
(2) 活動終了後、（ Ｂ ）学校の生徒は（ Ａ ）学校から各自所定の経路で下校す

る。 
５ この協定書の内容に変更が生じた場合は、変更点を両校で確認の上、速やかに変更す

る。 
６ この協定書に定めのない事項については、その都度、両校で協議する。 
７ この協定書の有効期間は、協定書作成日から実施年度末までとする。 

合同部活動を実施するため、（ Ａ ）学校と（ Ｂ ）学校は、本書を２通作成
し、それぞれ記名押印の上、その１通を保有する。 

 
年  月  日          

（ Ａ ）学校長 ○ ○ ○ ○ 印 
 
（ Ｂ ）学校長 ○ ○ ○ ○ 印 
 

（参考）岡山県中学校体育連盟「実務の手引き（事務担当者必携）」 
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岡山県学校部活動の在り方に関する方針 

前 文 

 

○  学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある同好の生徒が自主

的・自発的に参加し、部活動顧問の指導の下、学校教育の一環として行わ

れ、教員の献身的な支えにより、我が国のスポーツ・文化芸術振興を担って

きた。 
 

○  また、体力や技能の向上を図る目的以外にも、異年齢との交流の中で、生

徒同士や生徒と教員との好ましい人間関係の構築を図り、学習意欲の向上や

自己肯定感、責任感、連帯感の涵養に資するなど、学校という環境における

生徒の自主的で多様な学びの場として、教育的意義を有してきた。 
 

○  しかし、全国的に少子化が進行する中、本県においても、学校部活動を従

前と同様の体制で運営することは難しくなってきており、学校や地域によっ

ては存続が厳しい状況にある。また、専門性や意思に関わらず教員が部活動

顧問を務めるこれまでの指導体制を継続することは、学校の働き方改革が進

む中、より一層厳しくなる。 
 

○  本県の生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と

地域との連携・協働により、学校部活動の在り方に関し速やかに改革に取り

組み、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、持続可能な活動環境を整備す

る必要がある。 
 

○  国においては、平成 30 年にスポーツ庁及び文化庁が部活動の在り方に関

する総合的なガイドラインを策定して以降、平成 31 年・令和元年に、中央

教育審議会や国会から、学校における働き方改革等の観点を含め、部活動を

学校単位から地域単位の取組とするべきことが指摘された。このことを受

け、令和２年に、スポーツ庁及び文化庁は、令和５年度以降、休日の部活動

の段階的な地域移行を図ることとした。 
 

○  令和４年６月及び８月には、これらの具体的な方策について、スポーツ庁

及び文化庁に設置された部活動の地域移行に関する検討会議から各提言が

示されたことから、これを踏まえた学校部活動の地域連携並びに地域の運営

団体・実施主体による地域スポーツクラブ活動及び地域文化クラブ活動（以

資 料 編 
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下「地域クラブ活動」という。）への移行に取り組むべく、令和４年 12 月

に、スポーツ庁及び文化庁において「学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドライン」が策定された。 
 

○  こうした国の動向も踏まえ、本県においても、地域の実情に応じて、長期

的に、地域全体で、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境の構築に

努める必要がある。 
 

 

本方針策定の趣旨等 

 

○  本方針は、「岡山県運動部活動の在り方に関する方針（平成 30 年９月）」

と「岡山県文化部活動の在り方に関する方針（令和元年９月）」を統合し、学

校部活動が生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、適正

な運営や効率的・効果的な活動の在り方について示すものである。 

 

○  本方針は、本県の公立中学校（義務教育学校後期課程、中等教育学校前期

課程及び特別支援学校中学部を含む。以下同じ。）の生徒の学校部活動を主

な対象とする。 

 

○  高等学校（中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部を含む。以下同

じ。）段階の学校部活動についても本方針を原則として適用する。その際、高

等学校段階では、各学校において中学校教育の基礎の上に多様な教育が行わ

れている点に留意する。 

 

○  小学校（義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部を含む。以下同じ。）

段階においても、一部の学校においては、同じようにスポーツ・文化芸術活

動を実施している場合がある。こうした活動については、地域によって多様

な形態で行われているが、少なくとも学校教育の一環として行われるものに

ついては、学校において、児童の発達の段階や教員の勤務負担軽減の観点を

十分に考慮し、休養日や活動時間を適切に設定する必要がある。 

 

○  県教育委員会は、市町村（組合）教育委員会等と連携を図り、「生徒にと

って望ましいスポーツ・文化芸術環境を構築する」という観点に立ち、学校

部活動が地域、学校、活動分野、活動目的等に応じた多様な形で最適に実施

されることを目指す。 
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Ⅰ 学校部活動の運営の在り方 

 

学校部活動は教育課程外の活動であり、その設置・運営は学校の判断により行

われるものであるが、学校部活動を実施する場合には、その本来の目的を十分に

果たし、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境となるよう、以下に示す

内容を徹底する。 

 

１ 適切な運営のための体制整備 

（１）学校部活動に関する方針の策定等 

 

ア  市町村（組合）教育委員会は、本方針を参考に、「設置する学校に係

る部活動の方針」を策定する。 

 

イ  校長は、学校の設置者の「設置する学校に係る部活動の方針」に則

り、毎年度、「学校の部活動に係る活動方針」を策定する。部活動顧問

は、年間の活動計画（活動日、休養日及び参加予定大会日程等）並び

に毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・場所、休養日及び大会参

加日等）を作成し、校長に提出する。 

 

ウ  校長は、前記イの活動方針、活動計画及び活動実績を学校のホーム

ページへの掲載等により公表する。 

 

エ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、前記イに関し、各

学校において学校部活動の活動方針・計画の策定等が効率的に行える

よう、簡素で活用しやすい様式の作成等を行う。 

 

（２）指導・運営に係る体制の構築 

 

ア  校長は、教員だけでなく、部活動指導員や外部指導者など適切な指

導者を確保していくことを基本とし、生徒や教員の数、部活動指導員

の配置状況を踏まえ、指導内容の充実、生徒の安全の確保、教員の長

時間勤務の解消等の観点から円滑に学校部活動を実施できるよう、適

正な数の学校部活動を設置する。 
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イ  校長は、教員を部活動顧問に決定する際は、校務全体の効率的・効

果的な実施に鑑み、教員の他の校務分掌や本人の抱える事情、部活動

指導員の配置状況等を勘案した上で行うなど、適切な校務分掌となる

よう留意するとともに、学校全体としての適切な指導、運営及び管理

に係る体制を構築する。 

 

ウ  校長は、毎月の活動計画及び活動実績の確認等により、学校部活動

の活動内容を把握し、生徒が安全にスポーツ・文化芸術活動を行い、教

員の負担が過度とならないよう持続可能な運営体制が整えられてい

るか等について、適宜、指導・是正を行う。 

 

エ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、部活動顧問を対象

とするスポーツ・文化芸術活動の指導に係る知識及び実技の質の向上

並びに学校の管理職を対象とする学校部活動の適切な運営に係る実

効性の確保を図るための研修等の取組を行う。 

 

オ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、教員の学校

部活動への関与について、「岡山県立学校の教育職員の業務量の適切

な管理等に関する規則」（令和２年岡山県教育委員会規則第７号）や

「県立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康

及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する方針」を踏ま

え、法令に則り、業務改善及び勤務時間管理等を行う。 

 

カ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、各学校の生徒や教

員の数、部活動指導員の配置状況や校務分担の実態等を踏まえ、部活

動指導員を積極的に任用し、学校に配置する。また、教員ではなく部

活動指導員が部活動顧問となり指導や大会等の引率を担うことがで

きる体制を構築する。 

 

キ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、部活動指導員の任

用・配置に当たっては、学校教育について理解し、適切な指導を行う

ために、学校部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達段階に応じ

た科学的な指導、安全の確保や事故発生時の対応を適切に行うこ

と、体罰（暴力）やハラスメント（生徒の人格を傷つける言動）は、い

かなる場合も許されないこと、服務（校長の監督を受けることや生

徒、保護者等の信頼を損ねるような行為の禁止等）を遵守すること等

に関し、任用前及び任用後の定期において研修を行う。 
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２ 合理的でかつ効率的・効果的な活動の推進 

（１）適切な指導の実施 

 

ア  校長及び学校部活動の指導者は、学校部活動の実施に当たって

は、生徒の心身の健康管理（スポ―ツ障害・外傷の予防や文化部活動

中の障害・外傷の予防、バランスのとれた学校生活への配慮等を含

む。）、事故防止（活動場所における施設・設備の点検や活動における

安全対策等）を徹底し、体罰・ハラスメントを根絶する。 

その際、運動部活動のみならず、文化部活動においても、文部科学

省が平成 25年５月に作成した「運動部活動での指導のガイドライン」

に則った指導を行う。県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会

は、学校におけるこれらの取組が徹底されるよう、学校保健安全法等

も踏まえ、適宜、支援、指導及び是正を行う。 

 

イ  運動部の学校部活動の指導者は、スポーツ医・科学の見地からは、ト

レーニング効果を得るために休養等を適切に取ることが必要である

こと、また、過度の練習がスポーツ障害・外傷のリスクを高め、必ず

しも体力・運動能力の向上につながらないこと等を正しく理解し、分

野の特性等を踏まえた効率的・効果的なトレーニングの積極的な導入

等により、休養等を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を

行う。 

 

ウ  文化部の学校部活動の指導者は、生徒のバランスのとれた健全な成

長の確保の観点から休養等を適切に取ることが必要であること、ま

た、過度の練習が生徒の心身に負担を与え、文化部活動以外の様々な

活動に参加する機会を奪うこと等を正しく理解し、分野の特性等を踏

まえた効率的・効果的な練習・活動の積極的な導入等により、休養等

を適切に取りつつ、短時間で効果が得られる指導を行う。 

 

エ  学校部活動の指導者は、生徒の運動・文化芸術等の能力向上や、生

涯を通じてスポーツ・文化芸術等に親しむ基礎を培うとともに、生徒

がバーンアウトすることなく、技能の向上や大会等での好成績等それ

ぞれの目標を達成できるよう、生徒とコミュニケーションを十分に図

った上で指導を行う。その際、専門的知見を有する保健体育担当の教

員や養護教諭等と連携・協力し、発達の個人差や女子の成長期におけ

る体と心の状態等に関する正しい知識を得た上で指導を行う。 
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（２）部活動用指導手引の普及・活用 

 

学校部活動の指導者は、中央競技団体又は学校部活動に関わる各分野の

関係団体等が作成する指導手引（競技・習熟レベルに応じた１日２時間程

度の練習メニュー例と週間、月間、年間での活動スケジュールや、効果的

な練習方法、指導上の留意点、安全面の注意事項、暴力やハラスメントの

根絶等から構成される、指導者や生徒の活用の利便性に留意した分かりや

すいもの）を活用して、前記２（１）に基づく指導を行う。 

 

３ 適切な休養日等の設定 

（１）休養日及び活動時間の基準 

 

ア  運動部活動における休養日及び活動時間については、成長期にある

生徒が、運動、食事、休養及び睡眠のバランスのとれた生活を送るこ

とができるよう、スポーツ医・科学の観点からのジュニア期における

スポーツ活動時間に関する研究も踏まえ、以下を基準とする。 

 

(ア) 中学校 

・  学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少な

くとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週末」という。）は少な

くとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した

場合は、休養日を他の日に振り替える。） 

 

・  長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。ま

た、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、学校部活動

以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の

休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

・  １日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業

日（学期中の週末を含む。）は３時間程度とし、できるだけ短時

間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

(イ) 高等学校 

・  学期中は、原則、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日

は少なくとも１日、週末は少なくとも１日以上を休養日とする。
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週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他の日に振り替

える。） 

・  ただし、週当たり２日以上の休養日の設定が困難な場合は、少

なくとも週当たり１日以上の休養日（週末のいずれかは原則と

して休養日に当てるように努めること。）を設けることとする。

その際は、学校の部活動の実態に応じた、適切な休養日の設定に

向け、継続的な検討を行うこと。 

 

・  長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。ま

た、生徒が十分な休養を取ることができるとともに、学校部活動

以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の

休養期間（オフシーズン）を設ける。 

 

・  １日の活動時間は、原則、長くとも平日では２時間程度、学校

の休業日（学期中の週末を含む。）は３時間程度とし、できるだ

け短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。 

 

・  ただし、競技や分野の特性等により１日の活動時間が原則を

超える場合は、長くとも平日では３時間程度、休業日は４時間程

度を上限とする。その際は、週当たりの活動時間の上限は１６時

間程度とし、各学校において適切に設定すること。 

 

イ  文化部活動における休養日及び活動時間についても、成長期にある

生徒が、教育課程内の活動、学校部活動、学校外の活動、その他の食

事、休養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることが

できるよう、前記アと同様とする。 

 

ウ  小学校段階においても、教育課程外の活動として、スポーツ・文化

芸術活動を実施している場合があるが、その場合についても、成長期

にある児童が、教育課程内の活動、学校外の活動、その他の食事、休

養及び睡眠等の生活時間のバランスのとれた生活を送ることができ

るよう、前記アを参考に、休養日や活動時間を適切に設定する必要が

ある。 
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（２）適切な休養日等の設定 

 

ア  市町村（組合）教育委員会は、前記１（１）アに掲げる「設置する

学校に係る部活動の方針」の策定に当たっては、前記３（１）の基準

を踏まえ、休養日及び活動時間等を設定し、明記する。また、後記イ

に関し、適宜、支援及び指導・是正を行う。 

イ  校長は、前記１（１）イに掲げる「学校の部活動に係る活動方針」

の策定に当たっては、前記３（１）の基準を踏まえるとともに、学校

の設置者が策定した方針に則り、学校部活動の休養日及び活動時間等

を設定し、公表する。また、各部の活動内容を把握し、適宜、指導・

是正を行う等、その運用を徹底する。 

 

ウ  休養日及び活動時間等の設定については、地域や学校の実態を踏ま

えた工夫として、定期試験前後の一定期間等、各部共通、学校全体、市

町村共通の学校部活動の休養日を設けることや、週間、月間、年間単

位での活動頻度・時間の目安を定めることも考えられる。 

 

４ 生徒のニーズを踏まえたスポーツ・文化芸術環境の整備 

 

ア  校長は、学校の指導体制等に応じて、性別や障害の有無を問わず、技

能等の向上や大会等で好成績を収めること以外にも、気軽に友達と楽

しめる、適度な頻度で行える等多様なニーズに応じた活動を行うこと

ができる環境を整備する。 

具体的な例としては、運動部活動では、複数のスポーツや季節ごと

に異なるスポーツを行う活動、競技・大会志向でなくレクリエーショ

ン志向で行う活動、体力つくりを目的とした活動、生徒が楽しく体を

動かす習慣の形成に向けた動機付けとなる活動等が考えられる。ま

た、文化部活動では、体験教室などの活動、レクリエーション的な活

動、障害の有無や年齢等に関わらず一緒に活動することができるアー

ト活動、生涯を通じて文化芸術を愛好する環境を促進する活動等が考

えられる。 

 

イ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会及び関係機関等は、少

子化に伴い、単一の学校では特定の競技や分野の学校部活動を設ける

ことができない場合や、部活動指導員や外部指導者が配置できず、指

83



 

導を望む教員もいない場合には、生徒のスポーツ・文化芸術活動の機

会が損なわれることがないよう、当面、複数校の生徒が拠点校の学校

部活動に参加する等、合同部活動等の取組を推進する。 

 

ウ  校長は、運動、歌や楽器、絵を描くことなどが苦手な生徒や障害の

ある生徒が参加しやすいよう、スポーツ・文化芸術等に親しむことを

重視し、一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にすることや、過

度な負担とならないよう活動時間を短くするなどの工夫や配慮をす

る。 

 

エ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動

は生徒の自主的・自発的な参加により行われるものであることを踏ま

え、生徒の意思に反して強制的に加入させることがないようにすると

ともに、その活動日数や活動時間を見直し、生徒が希望すれば、特定

の種目・部門だけでなく、スポーツ・文化芸術や科学分野の活動や地

域での活動も含めて、様々な活動を同時に経験できるよう配慮する。 

 

５ 安全管理と事故防止について 

 

ア  校長は、学校部活動における安全管理について、県教育委員会が作

成する「学校部活動指導資料」を踏まえ、事故の未然防止や事故発生

時の適切な対応について校内研修を行うとともに、生徒に対して安全

に関する指導を適切に行う。 

学校部活動の指導者は、前記の「学校部活動指導資料」を活用し、活

動場所における施設・設備の点検、活動における安全対策（ゴールの

固定、防護ネットの設置、危険行為の禁止等）、気象急変時（急な大

雨、竜巻、雷等）の安全確保、適切な生徒引率（公共交通機関の利用

等）などを徹底するとともに、生徒が、自らの身の安全を守るための

知識や行動を身に付けることができるよう指導を行い、意識の高揚を

図ること。 

 また、学校敷地外の人損・物損事故の回避を図るため、活動方法の

工夫に努めること。 

 

イ  近年、気候変動等により、暑熱環境が悪化し、学校の管理下の活

動、とりわけ夏季の学校部活動における熱中症事故の防止等、生徒の
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安全確保に向けた取組を強化することが急務であり、校長及び学校部

活動の指導者は、学校部活動における生徒の熱中症事故の防止等の安

全確保を徹底するとともに、適切に対応すること。  

 

○  ｢熱中症事故の防止のための緊急対策について｣（平成 30 年７

月 26日付け保学第 33号）を踏まえ、気温や湿度、生徒一人一人

の状況等により、活動内容を適切に判断すること。 

※参考 (公財)日本スポーツ協会｢スポーツ活動中の熱中症予防 

ガイドブック｣(2019) 
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Ⅱ 学校部活動の地域連携や新たな地域クラブ活動への 
移行に向けた環境整備 

 

国の動向を受けて、今後は、「地域の子供たちは、学校を含めた地域で育てる。」

という意識の下で、地域の実情に応じスポーツ・文化芸術活動の充実が図ら

れ、学校部活動がより地域と連携することや、休日の学校部活動に代わり、地域

においてスポーツ・文化芸術活動に参加していく生徒が段階的に増えることが

想定される。 

その際、地域での多様な体験や様々な世代との豊かな交流等を通じた学びな

どの新しい価値が創出されるよう、県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及

び校長は、地域クラブ活動の運営団体等と必要に応じて連携を図る。 

 

ア  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校や地域

の実態に応じて、保護者の理解と協力を得て、地域のスポーツ・文化

芸術団体との連携や民間事業者の活用等により、学校と地域が協働・

融合した形での学校部活動の地域連携を進める。 

 

イ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域の実情

に応じ、学校種を越え、高等学校、大学及び特別支援学校等との合同

練習を実施するなどにより連携を深め、生徒同士の切磋琢磨や多様な

交流の機会を設ける。 

 

ウ  各地域において、休日における新たな地域クラブ活動への将来的な

移行に向け、行政、学校、スポーツ・文化芸術団体等の関係者が現状

や課題を共有し、生徒にとって望ましいスポーツ・文化芸術環境を構

築するための検討が進められることが考えられるが、県教育委員

会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、検討に必要な情報の提供

や、保護者等への理解促進等、協力・連携して取り組むものとする。 

 

エ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、地域で実施

されている分野と同じ分野の学校部活動については、休日の練習を共

同で実施するなど連携を深める。休日に限らず、平日においても、で

きるところから地域のスポーツ・文化芸術団体等と連携して活動する

日を増やす。 

 

オ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、学校部活動
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だけでなく、地域で実施されているスポーツ・文化芸術活動の内容等

も生徒や保護者に周知するなど、生徒が興味関心に応じて自分にふさ

わしい活動を選べるような環境を整える。 

 

カ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会及び校長は、教員等が

地域クラブ活動での指導を希望する場合は、国が示す手引き、関係通

知等を踏まえ、兼職兼業の判断を適切に行うものとする。 
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Ⅲ 大会等の在り方の見直し 

 

今後、新たな地域クラブ活動への移行期においては、活動の成果発表の場であ

る大会やコンクール等において、学校部活動として参加する生徒と、地域クラブ

活動として参加する生徒の両方が存在することが考えられるが、生徒に公平・公

正な参加機会を確保する。 

 

１ 生徒の大会等の参加機会の確保 

 

ア  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、生徒の参加機会の確保の観

点から、大会参加資格を学校単位に限定することなく、地域の実情に

応じ、地域クラブ活動や複数校合同チームも参加できるよう、県大

会、地区大会及び市町村大会において、上位団体の規定も参考にしな

がら、参加資格の在り方の見直しを行う。 

 

イ  県教育委員会及び市町村（組合）教育委員会は、地域クラブ活動等

も参加できる大会等に対して、補助金、学校や公共の体育・スポーツ

施設、文化施設の貸与等、支援の在り方の見直しを行う。 

 

ウ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、移行期において学校部活動

と地域クラブ活動の両方が存在する状況において、公平・公正な大会

参加機会を確保できるよう、上位団体の規定も参考にしながら、複数

校合同チームの取扱いも含め、参加登録の在り方を決定する。 

 

２ 大会等への参加の引率や運営に係る体制の整備 

 （１）大会等への参加の引率  

 

県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、学校部活動における大会  

等の引率は、できるだけ教員等が引率しない体制を整えるため、部活

動指導員を配置している学校においては、生徒の安全確保等に留意し

つつ、原則として部活動指導員が単独で行うことができるよう、大会

等の規定を整備し、運用する。 
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（２）大会運営への従事 

 

ア  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、必要に応じて、大会開催に

係る経費を用いてスポーツ・文化芸術団体等に大会運営業務を外部委

託するなど、適切な体制を整える。 

 

イ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、大会等に参加する学校や地

域クラブ活動の実施主体等に対して、審判員等として大会運営への参

画を出場要件として求める場合は、参画することに同意する部活動顧

問や地域クラブ活動の指導者に対して、大会等の主催者のスタッフと

なることを委嘱し、主催者の一員として大会等に従事することを明確

にする。 

 

ウ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、大会運営に

従事する教員等の服務上の扱いの明確化や兼職兼業の許可につい

て、適切な服務監督を行う。 

 

エ  県教育委員会、市町村（組合）教育委員会及び校長は、教員等が大

会運営に従事することを希望する場合は、兼職兼業の許可を含めた適

切な勤務管理を行う。この際、学校における業務への影響の有無、教

員等の健康への配慮から、学校での職務負担や大会運営に従事する日

数等を確認した上で、兼職兼業等の許可の判断を行う。 

 

オ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、必要に応じ、公益財団法人

日本スポーツ協会（JSPO）と公益財団法人笹川スポーツ財団及び特定

非営利活動法人日本スポーツボランティアネットワークなど、スポー

ツ・文化ボランティア活動の推進に関する取組等との連携を図る。 

 

３ 生徒の安全確保  

 

ア  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、参加する生徒の健康と安全

を守るため、大会等の開催時期について、夏季であれば空調設備の整

った施設を会場として確保し、そのような環境を確保できない場合に

は夏の時期を避ける。 
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イ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、夏季以外の季節であっても

気温や湿度の高い日が少なくないことから、各種目・部門の特性等を

踏まえ、中学校等の生徒向けの大会等の開催が可能な環境基準とし

て、例えば、気温や湿度、暑さ指数（WBGT）等の客観的な数値を示す。 

 

ウ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、天候不順等により大会日程

が過密になった場合は、大会等を最後まで実施することのみを重視す

ることなく、試合数の調整や、途中で大会等を打ち切るなど、生徒の

体調管理を最優先に対応する。 

 

４ 県大会をはじめとする大会等の在り方 

 

ア  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、発育・発達期にある生徒に

とっての大会の意義を、本方針の趣旨を踏まえて改めて検討し、意義

が認められる場合にはそれを踏まえて、生徒にとってふさわしい大会

の在り方や、適切な大会等の運営体制等に見直す。 

 

イ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、大会の開催回数につい

て、生徒や保護者等の心身の負担が過重にならないようにするととも

に、学校生活との適切な両立を前提として、種目・部門・分野ごとに

適正な回数に精選する。 

 

ウ  県学校体育連盟、県学校文化連盟、県教育委員会及び市町村（組合）

教育委員会は、中学校の生徒が学校教育活動として参加する大会等の

全体像を把握し、週末等に開催される様々な大会等に参加すること

が、生徒や学校部活動の指導者の過度な負担とならないよう、大会等

の統廃合等を主催者に要請するとともに、参加する大会数の上限の目

安等を定める。 

また、文化部活動においては、地域からの要請により地域の行事や

催しに参加したり、運動部活動の応援として試合に同行したりするこ

とも考えられるが、生徒が参加する活動の上限の目安等は、それらを

含めて、総合的に定めるものとする。 

 

エ  校長は、県学校体育連盟、県学校文化連盟、県教育委員会及び市町

村（組合）教育委員会が定める前記ウの目安等を踏まえ、生徒にとっ

90



 

ての教育上の意義や、生徒や学校部活動の指導者の負担が過度となら

ないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

 

オ  県学校体育連盟及び県学校文化連盟は、適正な開催回数を踏まえた

上で、スポーツ・文化芸術に親しむことや生徒間の交流を主目的とし

た大会や、高い水準の技能や記録に挑む生徒が競い合うことを主目的

とした大会などの多様な大会を開催する。その際、誰もが参加機会を

得られるよう、リーグ戦の導入や、能力別にリーグを分けるなどの工

夫をする。 

 

カ  特別支援学校等の大会等については、特別支援学校に在籍する生徒

のスポーツ・文化芸術への参画を促進する観点から、関係者が連携し

て、本方針の趣旨を踏まえ、大会等の整備を進める。その際、学校に

おける働き方改革の動向に十分留意する。 
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付 録 【 用 語 集 】 

 

 

部活動顧問 

 

… 学校における業務分掌での当該部活動を担当す

る教員及び部活動指導員をいう。 

 

部活動指導員 

 

… 学校教育法施行規則第 78 条の２に規定されて

いる、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関

する教育活動（学校の教育課程として行われるも

のを除く。）である部活動において､校長の監督を

受け､技術的な指導に従事する非常勤の職員であ

る。実技指導や学校外での活動（大会・練習試合

等）の引率等が職務として位置付けられており、単

独指導・単独引率が可能である。また、校長は、部

活動指導員に部活動顧問を命じることができる。 

 

外部指導者 

 

… 部活動顧問と連携・協力しながら部活動のコー

チ等として技術的な指導を行うものであり、原則

として、単独での指導・引率はできない。 

 

学校部活動の指導者 

 

… 部活動顧問及び外部指導者をいう。 

 

地域クラブ活動 … 地域の運営団体・実施主体による地域スポーツ

クラブ活動及び地域文化クラブ活動のことを指

し、社会教育法上の「社会教育」（主として青少年

及び成人に対して行われる組織的な教育活動（体

育及びレクリエーションの活動を含む。））の一環

としてとらえることができ、また、スポーツ基本

法や文化芸術基本法上の「スポーツ」「文化芸術」

として位置付けられるもの。 
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部活動中の事故及び体罰事案における事例集 

 

■部活動中の事故事例から 

 

 

 

 

 

 

１ 事例の分析と課題  

（1）  硬式野球は軟式野球と違い、重く硬いボールを使用しており、常に危険を

伴っている。顧問は日常の練習の中で、生徒が安全の確保に協力し合う態

度・習慣を身につけさせることが大切である。 

（2）  安全に活動を行うため、器具・用具・活動場所の整備と点検を定期的に実

施する必要がある。 

（3）  顧問が活動場所から離れる場合のルールを学校全体で共通理解をすると

ともに、校内の救急体制の確立とその徹底が必要である。 

    

２ 緊急対応のポイント 

（1） 応急処置と安全確保  

○ 連絡を受けた教職員は負傷の程度を確認し、可能な応急処置を施す。 

○ 他の教職員が救急車の出動を要請し、現場で対応した教職員と事故の状況

を詳しく把握している教職員が付き添い、事故の状況説明を行う。 

○ 現場に残った教職員は、部員たちの不安を除き、練習を中止するなど適切な

指示を行うとともに現場を保存する。 

 

（2） 危機管理体制を整える  

○ 校内救急体制に基づき、学校長は関係教職員に対応を指示する。 

○ 記録者を決め、事故発生時の状況・発生直後の対応等事故の経緯について簡

潔かつ詳細に記録する。 

○ 情報の混乱を避けるため、関係機関との対応は管理職が当たり、窓口を一本

化する。 

 

（3） 保護者への対応  

○ 保護者に部員の容態や事故の状況、搬送先、学校の対応について連絡・説明

する。 

○ 管理職・学級担任・顧問等は負傷した部員を見舞い、交代で病院に待機する

など誠意を持って対応する。 

 

（4） 関係機関への連絡  

○ 管理職は所管する教育委員会へ直ちに第一報を入れ、その後適宜、状況を報

告し、助言を受ける。 

 県立高校の硬式野球部の打撃練習中、Ａ君の打った打球が、サードを守っていたＢ君の

前でイレギュラーバウンドし、Ｂ君の側頭部を直撃した。Ｂ君はその場に倒れた。他の部

員が職員会議中で不在であった顧問に連絡し、直ちに救急車で病院に搬送したが、Ｂ君は

頭蓋骨骨折、脳挫傷等の診断を受けた。 
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（5） その他  

○ 学校は事故原因や状況について生徒や教職員、保護者に説明し、今後の事故

再発防止に取り組む。 

 

３ 未然防止のポイント 

（1） 事故防止における基本的な考え方 

○ 運動部活動には、常にケガや事故の危険性が伴う。生徒の発達段階や、技

能・体調・疾患、練習内容・方法、顧問の管理・監督・指導、練習場所の施設・設

備、使用する用具及び天候・自然環境など、様々な要因によって大きな事故や

偶発的な事故につながる可能性を常に有している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 部員の健康状態の把握 

○ 顧問は事故を未然に防止するために、担任・養護教諭等と連携を図り、絶え

ず部員の心身の健康状態を把握しておく。 

 

（3） 無理のない活動計画の作成 

〇 部内における目標を明確にし、年間・月間・週間・一日の計画を立案し、無

理のない活動計画を作成する。 

 

（4） 指導体制の確立 

  〔顧問が活動の場に参加できない場合〕 

    やむを得ず顧問が活動の場に参加できない場合や途中で活動の場を離れ

る場合は、他の部の顧問に監督を依頼したり、練習を中止するなど適切な措

置をとる。 

  〔職員会議等で全教職員が活動の場につけない場合〕 

    交代制で活動状況を観察するなど体制を整備する。 

（5） 施設・設備の安全点検 

〇 施設・設備の安全点検の実施に当たっては、安全点検表等を活用し、定期 

的な安全点検の励行を図る。 

（参考：岡山県教育庁保健体育課「学校保健・安全・給食管理の手引き」） 

 

Ａ 自身の人為的要因 
Ｂ 他人からの人為的要因 
Ｃ 運動やスポーツの特性による要因 
Ｄ 体力・技能や発達段階による要因 
Ｅ 活動計画や安全対策による要因 
Ｆ 施設・設備・用具等の要因 
Ｇ 自然現象や自然環境等の要因 
Ｈ 複合的な要因 

独立行政法人日本スポーツ振興センター 統計データ 

事故の要因としては、上記Ａ～Ｈ

などが考えられ、それぞれの競技種

目の特性や練習内容・方法に応じた

安全対策を講じなければならない。 

件数 

94



 

（6） 部員への安全管理に対する意識の高揚 

○ 活動場所の入念な整備の手順や、練習中における安全確保のための約束事

等を決め、安全に対する意識の高揚を図る。 

 

（7） 校内の救急体制の整備 

○ 学校内の救急体制を整え、役割分担を明確にし、教職員の危機管理意識の高

揚を図るとともに、常に組織的に動ける体制を整えておく。 

 

 

 

 
 
 米国保険会社の安全技師のハーバード・ウイリ

アム・ハインリッヒは、1930 年代に発表した論文

の中で、重傷以上の災害が１件起きる背景に

は、軽傷を伴う災害が 29 件起きており、さらに

は危うく惨事になるような「ヒヤリ」としたり「ハ

ッ」としたりするような出来事が 300 件あるとい

う「1:29:300 の法則」を見いだした。 

大きな事故が発生したときに、後から各地で似

たような事故が発生していたことが報告される

ことがある。発生割合が問題なのではなく、こう

した統計的な考え方から学ぶべきことは、大事故

の陰には、大事故に至らない軽度の事故が発生し

ており、その背景にはニアミスのような軽微な事

例が日常的に埋もれているということである。逆

に言えば、日常の中での、「ヒヤリとする体験」や

「ハッとする出来事」はいずれ大きな事故につな

がる前兆であることを認知しておく必要がある。

大事故は偶発的に発生するものではないのであ

る。 

 リスク・マネジメントの観点から、部活動中に

顧問や部員が「ヒヤリ・ハッ」とするような経験

をした場合には、放置せずに対策を講じておくこ

とが大切であるという教訓ととらえるべきであ

る。 

 

 

 

  

「ハインリッヒの法則」（ヒヤリ・ハットの法則） 
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■判例集 

※ 損害賠償責任について、訴訟となるケースもあることから、参考となる判例を紹介

します。 

 

 

 

 

 

◇概要 

大阪市立高校２年生生徒がバスケットボール部のキャプテンになった平成

24 年９月以降、顧問であった元教諭は、他の部員の前で当該生徒に「キャプテ

ンを辞めろ」と叱るなどし、同年 12 月 22 日の練習試合中は顔などを約 20 回

殴打。生徒は翌日、自宅で自殺。市教育委員会は平成 25 年２月、日常的な体

罰を認めた元教諭を懲戒免職とした。 

◇判決 

平成 25 年、大阪地裁の判決では体罰と自殺の因果関係を認め、元教諭は、傷

害と暴行の罪で懲役１年、執行猶予３年の有罪判決を受け、控訴せずに刑が確

定している。さらに、生徒の両親と兄が大阪市に約１億 7400 万円の損害賠償

を求めた訴訟の判決では、東京地裁は市に計約 7500 万円の賠償を命じた。 

 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点 

〇 元教諭の暴行は、指導とかけ離れており、許容される範囲を著しく逸脱した虐

待行為であり、いかなる場合にも許されるものではない。 

○ 「動物と一緒や」などと罵倒する侮辱的な暴言は、人権を否定する言葉の暴力 

であり、暴行と威圧的言動は「一連一体の違法行為」である。 

〇 文部科学省作成の「運動部活動での指導のガイドライン」では７つのポイント

を示している。（以下、要旨） 

① 顧問教員だけに運営、指導を任せるのではなく、学校組織全体で運動部活動

の目標、指導の在り方を考える。 

② 各学校、運動部活動ごとに適切な指導体制を整える。 

③ 活動における指導の目標や内容を明確にした計画を策定する。 

④ 適切な指導方法、コミュニケーションの充実等により、生徒の意欲や自主

的、自発的な活動を促す。 

⑤ 肉体的、精神的な負荷や厳しい指導と体罰等の許されない指導とをしっかり

区別する。 

⑥ 最新の研究成果等を踏まえたスポーツ医・科学的根拠を踏まえた指導内

容、方法を積極的に取り入れる。 

⑦ 多様な面で指導力を発揮できるよう、継続的に資質能力の向上を図る。 

 

 

 

判例１ 「体罰」であると認めた事案  

（大阪地裁平成 25年、東京地裁平成 28年） 

96



 

 

 

 

◇概要 

女子生徒（中３）が、放課後、水泳部で飛び込み練習。スタート台からプール

（水深 1.1メートル、スタート台から水面まで 0.58メートル）に飛び込んだ際、プ

ールの底に頭を打ち、頸椎を骨折し、８カ月入院。完全四肢まひの１級障害に認

定。 

◇判決 

顧問教諭には事故発生を未然に防止する注意義務があるとして、市に約１億円

の支払いが命じられた。（※原告側の過失相殺２割を認めている。） 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点 

〇 「顧問の不注意」と「水深の浅いプール構造」が争点となった。顧問は事前に

十分な指導をしていたが、裁判で「顧問教諭には事故発生を未然に防止する注意

義務がある。また、プールはその構造上、安全性に欠けていた。」とされた。 

〇 現在、学習指導要領では、小・中学校では、水中からのスタートのみを指導し、授

業での飛び込みによるスタート指導は行わないとしている。 

文部科学省作成の「水泳指導の手引（三訂版）」（平成 26 年３月）では、スター

トの指導は個人の能力に応じた段階的な取扱いを重視し、指導者の指示に従って

実施すること、水深や水底の安全を確かめ入水角度に注意することなど、安全に

配慮した指導が大切であるとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例２ 水泳の飛び込み練習中に起きた事案          （横浜地裁平成 14年） 
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◇概要 

私立高等学校の課外活動としてのサッカーの試合中に落雷により生徒が障

害（視力障害、両下肢機能の全廃、両上肢機能の著しい障害等）を負った。 

◇判決 

サッカー部の引率兼監督の教諭に、落雷事故発生の危険が迫っていることを

予見すべき注意義務があったとして、その義務違反が肯定された。 

（顧問教諭が属する学校の損賠賠償責任を否定した原審は破棄差戻しされ、差

戻し控訴審で学校法人らに逸失利益等３億円余の支払が命じられた。） 

 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点 

〇 学校の課外活動であっても、教育活動の一環として行われており、生徒は顧

問教諭の指揮監督に従って行動するため、顧問教諭は、できる限り生徒の安全

に関わる事故の危険性を具体的に予見し、その予見に基づいて当該事故の発生

を未然に防止する措置を執り、クラブ活動中の生徒を保護すべき注意義務を負

っていると解される。 

〇 試合開始の直前ころには、南西方向の上空には黒く固まった暗雲が立ち込

め、雷鳴が聞こえ、雲の間で放電が起きるのが目撃されていた。そうすると、雷

鳴が大きな音ではなかったとしても、引率兼監督教諭としては、落雷事故発生の

危険が迫っていることを具体的に予見することが可能であったと考えられるこ

とから、予見すべき注意義務を怠ったとされた。 

〇 気象庁のナウキャスト（降水、雷、竜巻）を活用する等、最新の信頼のおける

気象情報を有効活用し、適切な措置・判断を行う。また、雷鳴が遠くても雷雲は

すぐ近づいてくるので、部活動など屋外活動をしている場合、無理に帰宅せず、速

やかに屋内に退避するよう促すこと。 

 

（参考）気象庁ナウキャスト（降水、雷、竜巻） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例３ サッカーの試合中の落雷により生徒が負傷した事案 （最高裁平成 18年） 

https://www.jma.go.jp/bosai/nowc/#lat:34.252676/lon:136.691895/zo

om:5/colordepth:deep/elements:amds_rain10m&hrpns 
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◇概要 

県立高校の硬式野球部の部活動中に、打撃練習を行う打者に対する投手役

（以下「打撃投手」という。）を務めていた男子生徒の右側頭部に、打者が打

ち返したボール（硬球）が直撃した事故により、頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫

及び脳挫傷の傷害を負い、陳旧性脳挫傷及び脳波異常等の後遺障害が残ること

となった。 

◇判決 

本件野球部の監督を務める顧問は、生徒に対して、公益財団法人日本高等学

校野球連盟（以下「高野連」という。）から義務付けられている打撃投手用の

ヘッドギアの装着をするよう指導すべき職務上の注意義務があったとして、県

に約 2400 万円の支払が命じられた。 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点 

〇 高等学校における部活動は、高等学校学習指導要領に基づき、学校教育の一

環として行われるものとされており、そのような観点から、高等学校の部活動

について指導、監督にあたる教諭等は、部活動を行う生徒の生命及び身体の安

全に配慮すべき義務を負うものと解される。 

〇 高等学校の野球部の練習活動に関しては、高野連が、打撃練習時において

「製品安全協会」のＳＧマークが付けられている投手用ギアの着用を義務付け

ている。 

〇 顧問は、部員が部活動として打撃練習を行う際には、打撃投手を務める生徒

の頭部にボールが直撃するなど、生徒の生命及び身体に危険が生じることがな

いよう、投手用ヘッドギアを着用するよう指導すべき職務上の注意義務があ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例４ 野球部練習中、打撃投手の右側頭部に打球が直撃し、後遺障害が 

残った事案                    （静岡地裁平成 28年） 
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◇概要 

中学校の柔道部の活動中に、２年生の男子生徒が投げ技の練習中に投げら

れ、頭を打って死亡した。死亡した生徒は体重約 70 キロで、練習相手の生徒は

約 120 キロであった。この相手の生徒は、投げ技で相手の体勢が崩れると一緒に

倒れ込む傾向があった。 

◇判決 

顧問教諭に過失があったとして、約 4180 万円の支払が命じられた。 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点 

〇 技能差や体格差のある者同士が組み手を行うときの練習内容と方法について

は、日頃から安全面に関する十分な指導をしておく必要がある。特に、自分より

も体力や技能レベルの低い相手を投げるような場合には、引き手を放さず、相手

が受け身をしやすいように投げる配慮を徹底させる。 

〇 部員の特徴や、日々の体調等に気を配り、未然に傷害や事故の発生を防ぐ努

力をしなければならない。    

〇 柔道は、競技の特性から常に様々な危険が予測される。そのため、顧問及び

部員の、危険を予見・回避する能力の向上に努めるとともに、段階的、計画的

な指導を徹底し、必ず顧問の指導の下で練習を実施させる。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

判例５ 体重 50 キロ差の柔道部員の対戦により、死亡事故が起こった事案 

 （福岡地裁平成 14 年）                      
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◇概要    

平成 19 年５月 24 日の正午頃、テニス部の女子生徒は、学校近くのテニスコ

ートで他の部員と練習を始めた。約３時間後、熱中症で倒れ一時心肺停止とな

り、低酸素脳症による重度の障害が残ることとなった。 

◇判決    

顧問教諭に「熱中症に陥らないよう指導すべきだった」と安全配慮義務違反

があったとして、県に２億 3000 万円の支払が命じられた。 

 

 

◇判例のポイントと事例から学ぶ改善点  

〇 事故当時、コートの気温は 30 度前後で、地表はさらに 10 度前後高温であり、風

速も弱く、湿度も相当に高かったと推認される。しかも、当時は定期考査の最終

日で、部員らは５月 14日以降練習をしていないことに加え、女子生徒は十分な睡

眠がとれていなかった。 

〇 キャプテンであった当該女子生徒は、テスト後の清掃終了後に顧問から当日の

練習メニューを受け取った。顧問は、水分補給の特段の指導や水分補給のための

休憩時間を設定する練習を指示しておらず、これは安全配慮義務違反に当たる。 

〇 当日は、練習の開始時間が早まり、当該女子生徒は昼食をとる十分な時間がな

いままに練習を行った。顧問は出張でコートを離れており、当時、当該女子生徒

が顧問から指示された練習メニューを指揮していた。 

〇 夏季でなくとも熱中症が起こり得ること。また、当日の体調によっても左右さ

れることを指導者は十分認識し、生徒の安全管理を行う必要がある。 

〇 顧問が活動場所から離れる場合のルールを校内で共通理解する必要がある。 

 

 

判例６ テニス部の練習中、女子生徒が熱中症で倒れ、重い障害が残った事案  
                                               （大阪高裁平成 27年） 

101



 

 
スポーツに関わる全ての人々が、「７つの提言」を参考にし、新しい時代にふさわしい、正

しいコーチングを実現することを期待します。 

 

1.暴力やあらゆるハラスメントの根絶に全力を尽くしましょう。 
暴力やハラスメントを行使するコーチングからは、グッドプレーヤーは決して生まれ

ないことを深く自覚するとともに、コーチング技術やスポーツ医・科学に立脚したスポー

ツ指導を実践することを決意し、スポーツの現場における暴力やあらゆるハラスメント

の根絶に全力を尽くすことが必要です。 
 

2.自らの「人間力」を高めましょう。 
コーチングが社会的活動であることを常に自覚し、自己をコントロールしながらプ

レーヤーの成長をサポートするため、グッドコーチに求められるリーダーシップ、コミュ

ニケーションスキル、論理的思考力、規範意識、忍耐力、克己心等の「人間力」を高める

ことが必要です。 
 

3.常に学び続けましょう。 
自らの経験だけに基づいたコーチングから脱却し、国内外のスポーツを取り巻く環境

に対応した効果的なコーチングを実践するため、最新の指導内容や指導法の習得に努

め、競技横断的な知識・技能や、例えば、国際コーチング・エクセレンス評議会（ICCE）

等におけるコーチングの国際的な情報を収集し、常に学び続けることが必要です。 
 

4.プレーヤーのことを最優先に考えましょう。 
プレーヤーの人格及びニーズや資質を尊重し、相互の信頼関係を築き、常に効果的なコ

ミュニケーションにより、スポーツの価値や目的、トレーニング効果等についての共通認

識の下、公平なコーチングを行うことが必要です。 
 

5.自立したプレーヤーを育てましょう。 
スポーツは、プレーヤーが年齢、性別、障害の有無に関わらず、その適性及び健康状態

に応じて、安全に自主的かつ自律的に実践するものであることを自覚し、自ら考え、自ら

工夫する、自立したプレーヤーとして育成することが必要です。 
  

6.社会に開かれたコーチングに努めましょう。 
コーチング環境を改善・充実するため、プレーヤーを取り巻くコーチ、家族、マネ

ジャー、トレーナー、医師、教員等の様々な関係者（アントラージュ）と課題を共有し、社

会に開かれたコーチングを行うことが必要です。 

 

7.コーチの社会的信頼を高めましょう。 
新しい時代にふさわしい、正しいコーチングを実践することを通して、スポーツそのも

のの価値やインテグリティ（高潔性）を高めるとともに、スポーツを通じて社会に貢献す

る人材を継続して育成・輩出することにより、コーチの社会的な信頼を高めることが必要

です。 

 

平成 27年 3月 13日       

コーチング推進コンソーシアム 
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発出年 文献名 

昭和２２年 学校教育法（国） 

平成１３年 児童生徒の運動競技について（文部科学省） 

平成２５年 体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（文部科学省） 

平成２５年 運動部活動での指導のガイドライン（文部科学省） 

平成２９年 中学校学習指導要領（文部科学省） 

平成３０年 高等学校学習指導要領（文部科学省） 

平成３１年 「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（文部科学省） 

令和２年 公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教

育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（文部科学省） 

令和３年 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」を受けた公立学校の教師等の兼職兼業の

取扱い等について（文部科学省） 

令和４年 生徒指導提要（文部科学省） 

平成２９年 ハンドボール等のゴールの転倒による事故防止について（スポーツ庁） 

平成２９年 児童生徒のオリンピック・パラリンピック競技大会等への参加について（スポーツ庁） 

令和４年 運動部活動の地域移行に関する検討会議提言（スポーツ庁） 

令和４年 文化部活動の地域移行に関する検討会議提言（文化庁） 

令和４年 学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン（スポーツ

庁、文化庁） 

平成３１年 新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方

改革に関する総合的な方策について（中央教育審議会） 

昭和２６年 岡山県職員特殊勤務手当支給条例（岡山県） 

平成１７年 自家用車の公務使用に関する取扱いについて（岡山県教育委員会） 

平成１７年 自家用車の公務使用に係る生徒等の同乗に関する取扱いについて（岡山県教育委員会） 

平成２１年 運動部活動における引率時の事故防止について（岡山県教育委員会） 

平成２４年 学校管理下における体育活動中の事故等への対応について（岡山県教育委員会） 

平成２５年 「体罰防止ハンドブック」～体罰のない信頼される学校づくりのために～（岡山県教育委員会） 
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